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注 1 当時-の大A事故Tr広瀬~作談に

よれば，彼は凶作 1JJ 2日阿iH

|崎市次'11'を官件に訪門し， 開司(

はアメリカと戦争をする決芯、を

したといううわさがあるが，附

;'11はアメ リカと戦争をする気持

があるか，それなら大蔵省に知

せてもらわねば岡る ，大政~tì

は相当iWfJ!ifをしなければならな

いとたずねたが，阿l十J次官はア

メリカと戦争する気持はもって

おりませんと答えた。それで、内

閣は戦争はやらないilliiifである

と信じ込んで‘，大il:足利の政策を

進めたとし、う。

注 2 16年 1月に大蔵有印刷局は，

内1:Jlの要求によって南方地域の

" Il~~を印AÎl IJ したことについて ，

引用興立設では次のように述べ

られている。

「万一戦争が起った場合，治I，~:

軍3Zを造ることはできないから

予め用意、しておく必要がある。大蔵省の考えは，世の

中はどう変化があるかも知れなし、。そのHを急に今から

戦争があるからといっても半月や 1月で:lj1裂の用芯、は

できなし、。とにかく国際情勢が険思であるから用意す

るということで注文があったものと思う。しかし『取

扱手続』を決める案がでたのは， 11月1日の会議で戦争

も止むを得ないと決定する一寸前であると思います。」

注 3 銀行局は金融非常対策を準備する立法手段として，

政府が指定する金融機関等に対し，資金の運用のみな

らず，債務の引受けまたは債務の保証に関し必要な命

令をなすことを得るよう ，総動員法第11条の改正を行

なう方針をとった。この改正案は16年初頭の議会に提

出され， 3月から施行されたが，金融非常対策は極秘

のうちに準備する建前になっていたので，議会の審議

では，万ーの場合に備えての金融上の準備とし寸説明

を避けて，単なる技術的な改正にすぎないという説明

が行なわれた。前述した軍需手形引受制度も，この改

正を基礎に作られたものである。

た。1J11t限をはさんで!日j後2同

て行なわれた臨時JTLJJ~ 1~ 

，1m戦時 特別の鮮:'1'1

てる財政措h"i:であった。
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開戦前後の財政金融措置第 1節

をとっていなかったのである 2)。日本は資源獲得のた日米通商条約の廃棄通告以降，

9月にはし、ると事態はさらに悪化した。前から続けめ漸次南方進出を志向するとともに，昭和15年 9月に

られていた日米外交交渉が難航している間に，国策はは独伊両国との三国軍事同盟を締結するに至った。こ

9月6日の御前会議では，ついに，わ強硬方針に傾き，アメリカはすでに実施していた対日輸出れに応じて，

が国の要求が貫徹される見込みのない場合は対米開戦禁止政策を一段と強化した。こう して日本は英米その

を決意するという「帝国国策遂行要領J(第 1次〉が決他の「反枢車II国家群」と完全に対立することになったO

定された。ここにいたって陸軍は日米交渉の打切りをそして16年にはし、ると，対立はさらに尖鋭化し， 7月2

主張し， 10月18日， 東条内閣が成立した。そして11月日の御前会議は，ついに，対英米戦も覚悟して南方進

1日朝から大蔵大臣も参加して行なわれた政府 ・大本出を強行する国策要綱を決定し， 21日には 日本軍は南

営連絡会議は 「武力発動ノ時機ヲ 12月初頭ト 定メノレ」部仏印に進駐するに至った。

5日の御前会議はこれを原案国策遂行要領を決定し，日本経済は生産力拡こう した事態の推移のなかで，

ここに開戦の方向は決定的となった。どおり採決，充の物的資源を南方地域に求めることになったが，大

えて，すでに16年 1月から，あらかじめ準備していた金
これにより開戦に備える財政措置もとられるに至っ蔵省もこの「大東亜経済圏」を基盤とする新たな戦時

融非常対策であった。その内容は，第ーに，金融機関
た。臨時軍事費は10月末にすでに予備費もなくなって経済政策の遂行に力を注いだ。大蔵省の政策の重点は，

日

銀 ・台銀 ・鮮銀に対して資金融通または債務保証を命

じ，預貯金の保護を図る O 第二に， 擢災者が戦災によ

形等の割引に関する融資を 3銀行に命令する。第三

って債務返済が困難になっ た場合に対処して，戦災手

の支払制限が絶対に起こらないようにするために，
いたので，政府は緊急の経費にあてるため， 11月1日

および 5日の 2回にわたり，勅裁を経て 1億 9，300万

円の予算超過支出を行なった。この支出は一般会計の

第二予備金支出および国庫剰余金支出の受入れでまか

園内では軍需生産力増強のために資金を必要方面に集

ここに円ブロックによ

中し，ますます膨脹する軍事予算の消化を図るととも

る封鎖圏 ・経済閣を形成するこ とにおかれた。

に，南方への進出に即応して ，

に，緊要産業が非常の事由で債務返済が困難となっ たなわれた。次いで11月15日， 第77臨時議会が召集されこれらの政策は，大蔵省で、は新たな戦争がしカミ し，

場合には，興銀 ・勧銀をして貸出金の肩代 りまたは保たが，政府は同議会に当面必要な戦費を内容とする臨起こるこ とを意識して進めたわけで、はなし、。 15年 7月

証を行なわせるとと。第四は，金融機関に預金代払い時軍事費予算第 6次追加38億円を提出し，その協賛をに第2次近衛内閣は南進政策を体系づけた「世界情勢

を行なわせるための特別措置を講ずることなどを戸明得たO これは日米開戦を前に して新たに編成された臨ノ推移ニ伴フ時局処理要綱」を決定し，その後陸軍部

したので、ある3)。この対策は，開戦による金融界の動その財源はすべて公債に時軍事費の追加予算であり，内では対米戦争の準備が論議されるに至ったが，大蔵

揺をやわらげようとした一種の人心安定策であった。ょっTこOまた大省にはこのことは伝えられていなかったし 1) ， 

開戦直後の12月16・17の両日，第78臨時議会が聞か日本は米英両国に対して宣戦を昭和国年12月8日，蔵大臣は政府 ・大本営連絡会議にも参加していなかっ

121 

れたが，政府は再ひ、緊急の需要を満たすために必要な

戦費を臨時軍事費第 7次追加として同議会に提出し，

布告した。開戦当日 ，政府は「戦時非常緊急対策」を発

表したO これは大蔵省が敵の来襲等による混乱時に備

120 

た。この段階では，大蔵省は日露戦争の時の ような戦

争準備のための積極的な措置を独自の方針でとる体制



第 6期戦時下の財政金融と大蔵省

第 2節太平洋戦争下の財政運営

日米開戦により戦費は一段と膨脹し，財政の負担は

さらに加重されることになった。日露戦争の際の戦時

財政はその戦費の 4割までを英米からの外債に依存す

ることができたが，このたび、の戦争では独伊との同盟

があったとはいえ，財政的にはこの同盟はなんの役に

もたたず，財政は自力でまかなってし、かねばならなか

った。したがって，財政の運営はきわめて苦しいもの

になったo

まず太平洋戦争期間中の財政状態を数字の面から概

観しておこう。 16年から20年に至る聞の歳出決算額を

みると，一般会計は81億3，∞o万円から215億円へと 2

倍半以上に， 各特別会計(臨時軍事費および臨時陸軍材

料資金会計を除く〉は277億円から783億円へと 3倍近く

に激増している。臨時軍事費特別会計の年度別実際支

出済額は， 16年度の94億9，000万円から19年度の734億

9，∞o万円へと 3年間に 8倍近く膨脹している。 20年

度には外地支払分はすべて外資金庫の勘定として臨軍

会計には計上しなかったため，臨時軍事費支出済額は

146億7，0∞万円にとどまったが，この外資金庫から国

庫に納入されて外地支払いにあてられた金額は， 20年

3月以降だけで5，228億円の巨額に上っている。つま

り，戦費の激増に伴って財政の運営は臨時軍事費特別

会計を中心として行なわれるようになり，一般会計で

は経常部歳出の割合が減少するのに対して，臨軍会計

への繰入れが主要経費となり，20年度には，ついに総額

の3分の 1以上が臨軍会計に繰り入れられる状態とな

った。また特別会計においても繰入額は激増し，鉄道・

通信・専売の政府事業収入は戦費のー財源とみなされ

るに至った。

一方，このような巨額な経費をまかなう財源を求め

ることは，日華事変期よりいっそう困難になり，深刻

になった。まず日華事変期に引き続いて毎年大幅な増
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税を行なったが，歳出の膨脹は税収の増加をはるかに

上回って進行した。そこで，公債への依存度は一段と

高くなった。臨軍会計の財源は大部分公債であったが，

一般会計でも公債への依存度を高めざるをえなくなっ

た。そこで公債の発行規模は拡大する一方であった。

このような大規模な増税と巨額の公債の発行は，国民

の担税力と公債消化能力の限度に達するまで実施され

たが，それでも戦費の急膨脹には追いつかなかった。そ

のため園内財源のほかに現地からの収入により戦争財

政をまかなう方針がとられた。すなわち， 18年度以降

外地・占領地の特殊金融機関からの借入金による現地

資金調達が実施された。戦争財政の運営がいよいよ苦

しくなった昭和19年度をとってみると，一般会計と臨

軍会計との歳入総計807億円のうち，租税収入が 112

億円 (14%)，公債および内地の借入金292億円 (36%)， 

現地借入金342億円 (43%)となっており，全歳入の

半分近くが現地調達でまかなわれるに至った。しかし，

臨軍会計に計上された現地借入金は戦費の現地調弁の

一部にすぎない。

外資金庫が20年3月に設立されて，現地金融機関か

らの政府借入金を肩代わりしたほか， 20年になってか

らの現地における戦費の支出は同金庫の勘定に移され，

同金庫による外地支払分は巨大な金額に上ったことは

先にも述べたとおりである。

以上は太平洋戦争中の財政運営の大要であるが，次

に，これを予算編成，租税，公債および借入金に分け

て，大蔵省の行政を述べてみよう。

1 昭和17年度以降の予算編成

太平洋戦争の開始により財政の運営はいよいよ苦し

くなっていったが，それは，予算編成のうえに集中的

に現われた。以下，年度を追ってその状況を通観しょ

う。

(1)昭和17年度予算の編成と施行

昭和17年度予算の編成は日米関係の緊迫した情勢の

もとで進められたが，まだはっきりと開戦に備える体

制をとらず，情勢のいかんにかかわらず，引き続き必要

な経費のみを計上することを根本方針とした。しかし，

それでも軍事費の急膨脹は必至であった。すでに輸入

困難から物資不足は深刻化していたので，軍需がさら

に急増すれば，悪性インフレの危険性は十分あった。こ

れを抑制しつつ軍需を満たすためには，軍事費以外の

予算を高度に圧縮するよりほか道はなし、。そのため予

算編成にあたって重要因策の閣議先議の原則がとられ

た。これに伴って大蔵省の査定も，各省の概算要求より

も閣議で決められた重要経費を優先させ，新規要求は

原則として否認し，既定経費にもきびしい削減を行な

った。各省の復活要求については事務当局聞の折衝を

行なわず，直接に次官相互の折衝に移す方式がとられ

た。また軍事費に関しては一般会計と臨軍会計に二分

することをやめ，一般経費と区別して臨時軍事費一本

で処理することとしたので，この年から，本省費以外

の陸海軍省費は大部分臨軍会計に移管された。

戦争開始により政府は戦争遂行に必要な諸措置を早

急に決定する必要に迫られ，開戦直後の議会に臨時軍

事費追加予算を提出するとともに， 16， 17両年度の追

加予算の編成に着手した。追加予算での計上基準も，

緊急で，しかも実行可能性の確実なものに限られ，継

続事業で完成に 3年以上を要するものは，すべて計上

を見合わせることになった。

こうして17年度予算は，当初予算の編成後まもなく

開戦を迎え，さらに前後3回追加予算を加えた。その総

計歳入90億円，歳出93億円であった。この年には陸海

軍省費の大部分が臨時軍事費に移管されたため，一般

会計の増加は前年より少なかったが，臨軍会計の17年

度分追加は 180億円という巨大な額となり，前年より

6割も膨脹した。財政運営の中心は全く臨時軍事費に

移ったわけである。いまや財政の規模は国民所得のな

かばを越えるに歪り，政府は少しでも財政膨践を抑え
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るために，予算の実行当初から支出節減方針をとり，

徹底的な行政の簡素化を実現することを決めた。

(2)昭和18年度予算の編成

昭和18年度予算は， 17年度予算と異なり，もはや応

急的な戦争遂行予算ではなく，太平洋戦争開始後初め

ての本格的戦時予算として編成された。それは， 17年

になってから始められた金融機構の再編成と表裏一体

となって，i大東亜共栄圏の建設」を基盤とした戦時経

済を固めることが目標であった。この予算の編成方針

は17年7月に定められたが，同時に初めて「重要事項

予算統制大綱」が閣議決定された。

この大綱は先に述べた「財政金融基本方策要綱」の

主旨に従い，予算編成に先だって重要因策を先議圃定

し，その統一的予算化を完全に実現しようとするもの

であった。そして重要因策は軍事および防空，生産力

の拡充， i大東亜」建設，食撞増産，人口増強および文

教刷新とされ，財政の許容する範囲でこれを優先して

予算化する方式がとられた。予算の査定においてはい

っそう重点主義と効率主義が強化された。こうして組

み上がった予算は前年度より 11億 4，(削万円増加して

99憶9，555万円であったo しかし，緒戦のはなぱなし

い戦果にもかかわらず，戦況は期待された成果とは全

く反対に，連合軍の抵抗はこの年の 8月からしだいに

強力となり，戦争の長期化は不可避となったoそのた

め一般会計の予算は，さらに5回にわたって総額44億

4，500万円が追加された。このようにして18年度の予

算総額は結局において一般会計 144億5，990万円，臨

時軍事費270億円，その他を含めて純計は370億9，(溺

万円で前年に比し123億円余，約50%の増加となったc

(3)昭和19年度予算と予算の単純化

昭和18年にはし、ると，戦時はすでに一変して，連合

国は本格的反撃の準備を進め，日本は守勢にたった。

いまや補給線の維持が死活の問題となり，船舶と航空

機の増産に全力が控がれたが，一方，閣内経済はすで

に多方面にわたって支障を生じていた。政府は 9沼22

日に「圏内態勢強化方策Jを定めて，航空戦力の躍進的

拡充，食糧自給態勢の確保，圏内防衛態勢の徹底的強



第 6期 粉砕下の財政金融と大蔵省

化を図るこ とにした。この具体策としては，行政運営

の決戦化，国民動員の徹底，国内防衛態勢の強化，重

要企業の国家性明確化，海陸輸送の一貫強化，租税お

よび国民貯蓄の強化，配給制度の強化などを決めた。

この方針は19年度予算で予算化されることになり，予

算において新規施設は全く戦争遂行に必要なものに限

定され，それを軍事 ・防空の強化，戦時外交の推進，

重要物資の生産増強，輸送力の徹底的増強， 食糧自給

と国民保健，科学技術の向上の 6つの項目に集約し

ザ '‘
ハ'-0

またこの年には予算に弾力性を与え，戦局の進展に

即応した施策の適時適切な実施を行なうため， 18年10

月「予算ノ徹底的単純化ニ関スル件」が閣議決定され

た。これは予算費目の統合整理，特別会計の改廃整理，

予算編成の敏速化，前金払い，概算払い等の拡張による

予算実行の機動化，決算事務の簡捷化，会計諸法規の改

正等を含むものであった。これにより予備金の増額は

特に顕著となった。次いで11月には決戦事態に即応 し

て重要事項の効率主義にのっとり， 十大先議事項が決

定された。施策の重点強化を図るため，先議案件は前

年に比べ約 3分の lに圧縮されたが，この案件は優先

して予算化され多くの経費を計上したO

こうしてまとまった19年度本予算は総額154億1，596

万円，これが前年に比べて著しい増加にならなかった

のは，戦局の変化に応ずる経費と決定の困難であった

珊瑚海の海戦(昭和17年5月) (共同P提供〉
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諸経費が，追加予算に回されたためで、あったが，その

後3回の追加で，結局一般会計歳出総計は218億3，822

万円となった。一方，臨時軍事費のほうは19年度分と

して最初 380億円の予算が計上された。これは前回を

4割も上回るものであったが，それでも 1年間の戦費

をまかなえず，さらに 250億円を追加，この年の一般・

臨軍の歳出純計は 776億 3，258万円と，前年の 2倍以

上と なったo そして，このうちの 252億円は現地借入

金であ り，財源における占領地収入の比重が特に重大

性を増したので、ある。

(4)昭和20年度予算の編成

昭和20年度予算の編成方針は19年7月25日の閣議で

決められた。このときすでに日本軍の敗色は濃厚で，

敵軍は日本本土にひしひしと迫っていた。国内の戦争

資源の不足は決定的とな り，食糧不足も深刻であった。

このなかで東条内閣が辞職し，小磯内閣が成立した。

同内閣は国土防衛を主眼とし，石渡蔵相のもとでまと

められた編成方針も国家総力の戦列結集を完遂し，政

府施策の目標を臨機即応，困難突破の一点に集中する

ことに Ltこ。

こうしてまとめられた本予算は，当初と追加を含め

て，最終的には 289億 5，100万円となり，臨時軍事費

は850億円の巨額に達した。一般 ・臨軍両会計の歳出

合計は国民所得の 115.3%とし、う数字に達し，財政の

運営は完全に行きづまったので、ある。

2 増税と納税施設の整備

太平洋戦争開始後は，昭和15年の中央 ・地方を通ず

る税制改正に匹敵する根本的な改正は行なわれなかっ

たが，急増する戦費の財源の一部にあてるため，毎年

増税につぐ増税が行なわれた。しかもこれらの増税は，

税額においてはし、ずれも日華事変期の増税をはるかに

上回る大幅な増税であった。各年の主要な改正点は次

のごとくであった。

(1)昭和16，17年度の増税

太平洋戦争下で最初に実施された増税は，戦争開始

直前，第77議会に提案された，間接税中心の大増税であ

った。増徴範囲は酒税，遊興飲食税，物品税，清涼飲料

税，砂糖消費税，通行税，入場税等間接税の全面的な

大幅引上げで，増収見込みは平年度6億 3，6∞ 万円で

あった。これらは，通行税を除いて， 16年12月から災

施された。

これに続いて，戦時財政下第 6回目の増税が17年度

から実施された。これは， 直接税を中心とするもので，

分類所得税の税率引上げ，免税点ないし基礎控除額の

引下げが行なわれたほか，法人税，特別法人税， 1即時:

利得税，相続税，織物消費税，物品税，印紙税につい

て税率引上げを行ない，さらに電気ガス税 3 広告税，

馬券税の 3つを新税として創設した。これまでの増税

がせいぜい 6億円程度の増収を見込んで、いたのに比し

て，この時の増収見込額は11億 5，500万円に上り，明

徴の規模は日華事変期とは格段の違いであった。

(2)昭和18年度の改正

昭和18年度には間接税を中心とした大幅な増税が実

施された。増税の主眼点は消費の徹底的な抑制と，浮

動購買力の吸収におかれ，必需的でない商品やサービ

スはすべて課税の対象とされた。この改正により酒税，

清涼飲料税は平均10割の引上げのほか，砂糖消費税，

遊興飲食税，入場税，物品税も増徴され，同時に特別

行為税が新税として創設され，写真撮影，整髪美容，

染色仕立，表装，印刷製本の行為が課税対象となっ

ー.~ 1'-。

なお， I臨時租税措置法」を改正して，生産増強や

産業再編成に関係あるものや生活必需品については，

相当の考慮が払われた。このときの増税による増収額

も大きく， 平年度11億 4，500万円であったO

(3)昭和19年度の改正

太平洋戦争開始後 2カ年の間にすでに30億円近い増

税が行なわれてきたが，これでも財政の急膨脹には及

ばず，歳入総額における租税の比重は毎年低下し，財

政の基礎は著しく 弱くなった。戦争は長期化する形勢

にあり，財政の健全化を図り，また浮動購買力を抑制し

ていくためにも ，さ らに大規模な増税を断行しなけれ

まならなくなったO 大蔵省はすでに18年度の噌税の時
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℃大規在日:なj判税を実施しなければ九

ぬとJぢ・えていた。それで-この11午の哨税は， 19年度に

おいても挙に22ぽ9.000万円，平年度25低 8，000万1rJ 

のl廿収を見込むという， i前i狗可阿までで、の2，(倍台にあたるi規克机

の土矧円将『税が立立.案された。町t町町F目;1f徴はJ所J河好?町好rf何〔リ}税の100a2 ， 00∞O フ万~F1円可

の増収をrい心として，現行のすベてのr抗(拡
亡子万苦んで、しい、たO 毎年の大幅明税に加えて今同はヌらに

これを b:lillるものであったから，刑税に|均して1":論は

現行税制jにおいては税取引上げはすでに限界に述した

とみ，これ以 1-:の明収を得るためには根本的な税制改

正を再び断行するか，新税の創設を行なう必要があ、

と主張した。そして当時一般には財産税，51;上税およ

び愛国税と呼ばれる戦時国民税の創設が11日えられた。

特に財界からは「望国租税理念Jの日掛により ，事Ifflll

的 ・道徳的に訴える徴税方式が迎;議された。

主税局でもこの意見を取 り入れ「皇国粗税精神調査

課」 を新設して，日本的納税観を普及する宗が考えら

れた。同調査課は結局設置されなかったが，非公式に，

「皇国租税理念調夜会」が主税局に作られた。しかし，

大蔵省としては，この際，新税の創設や税制の根本的

改正を行なう には，その準備に口|時と入品を嬰し，また

無用の摩擦を起こしやすく 円術な運用をさまたげるか

ら，さしあたり，現行税率の引上げで別税を行なう方

針をとったのである。こう して19年になると ，増税も

国民の担税力の限界につきあたることになった。

しかし， 20年になるとまた財源の不足が大きくなり，

戦時下第 9次の明税を実施した。これは20年1月か ら

実施され，増収見込額は平年度18筒~ 7，000万円，初年

度17億 1，000万円であったO

(4)納税施設の整備

日華事変以来の毎年にわたる哨税に伴い，国民の担

税力が低下して くると，徴収成績の恵、化が行政上大き

な問題となった。実際， 17年にはいると国税滞納額は

急増し，17年度の所得税滞納人員は， 円華事変j切では14

万人程度であったのが34万人にふえ，国民全体の滞納

額も，これまで最高の15年に比べて 2倍近くに達した。

そこで税務署の拡充など徴税行政を強化する ととも



第 6期 戦時下の財政金融と大蔵省

に，国の徴税を補助させるための納税施設の整備や新

たな納税方式の検討に力が注がれた。主税局では納税

を貯蓄奨励と結合して促進する方策として，民間の金

融機関を動員する納税方法を検討し，1国税予納制度j，

「戦時納税貯蓄制度j，r租税証券制度」などが研究され

た。その結果， 18年 3月には「納税施設法j(昭和18年法

律第64号〉を公布し，各種の民間施設に徴税行政の補助

的役割を持たせることになった。同法は第一に，町内

会，部落会，納税組合を法1IIIJ上の団体として認め，政府

がこれを援助すると ともに指導獄督すること。第二に，

法人に納税積立金を義務づけること。第三に，納税準

備預金制度を設けて，これを優遇すること。第四に，

租税の貯蓄納付制度を設け，税額の3倍に上る貯蓄を

したと きは当該租税を納付 したものとみなすこと ，の

4点を内容と している O

なお，これより前， 16年 7月には大蔵省令〈昭和16年

第47号〉により，日本銀行が大蔵大臣に届け出て国税代

理庖を設置できることとして国税収納機構を拡充し，

17年2月には「税務代理士法j(昭和17年法律第46号〉が

fljl]定されて，すべての税務代理士が法的規制を受ける

ことになった。

以上述べたように，太平洋戦争期には日華事変期を

上回る増税が行なわれたので，租税収入額は顕著な増

大を もたら した。しかし， 歳入総額の中で租税収入の

占める割合は7防次低下した。17年支には 3割程変であ

ったものが， 19， 20年度には 2割以下になって しまっ

TこO

3 公債の増発と消化政策

太平洋戦争開始後，戦費は一段と膨脹したので，戦費

調達の財源としてますます公債および借入金に依存せ

ざるをえなくなった。臨時軍事費財源の95%以上は公

債によっていたが，この公債は17年 1月から「大東亜

戦争国瞳債券」と称せられ， 17年125億円， 18年175億

円， 19年239億円， 20年322億円と，年々発行額は増加

した。一般会計の歳入補唄公債は， 1"財政金融基本方

策」では発行しないことをうたっていたので， 17年度
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は3億0，800万円 (3.3%)にとどまったが，その後一般

会計の臨軍費繰入れが多くなったから，赤字公債も戦

費財源と考えられるにいたり， 18年度18億円(13.5%)，

19年度53億円 (25.6%)，20年90億円 (38.5%)と増加し

ていった。また内地，外地の鉄道・通信事業会計からも

臨軍費繰入れが巨額に上ったため，これらの会計でも

収入不足分をまかなうため公債を増発することになっ

たO こう して，この時期にはあらゆる公債が軍事公債

に結びつけられたといってよいであろう。政府の国債

政策の基本的な考え方も，もっぱら戦争目的を中心と

するようになり ，賀屋蔵相は 「国債が増大すればする

程戦争に勝つ可能性が多いと思う。 ……勝つ為には戦

争生産力の増大が必要である。故に多くの公債を出 し

て戦争生産力を増大し得る状況が勝つために必要だ」

と力説した。

圏内における公債の増発のほかに， 18年度からは臨

時軍事費の財源として現地借入金が大きな比重を占め

るが，これについては節を改めて述べることにする。

これらの巨額な日銀引受公債をいかにして円滑に消

化するかということは，戦争中の大蔵省の一つの中心

課題であった。国債の消化については「財政金融基本方

策」で具体的計画と実行方策の改定が取り上げられた。

大蔵省は法的手段による国債の強制保有を行なわせる

ことを避け，国民の積極的協力によ り行なう ことをた

びたび表明したOしかし戦争開始後の消化方策は，実際

上しだいに強制的傾向を濃厚にしていった。戦争開始

前は経済金融機関による消化目標額の自主的改定，目

標額達成の自主的努力を建前にしていたが，いまや資

金計画のーっとして立て られた公債計画に基づき，消

化目標の達成については，金融、統制会が主体となって，

各種金融機関に対し資金蓄積と公債消化の目標額を示

達し，資金の吸収と運用との計画表を徴集して，国債

消化額を割り当てるようになった。同時に，従来から

とられてきた課税上における国債の優遇措置は，17年

度以降の増税の際にも引き続き行なわれた。

これと同時に国債の大衆消化にも力が注がれた。国

債消化資金を確保するために，日華事変以来の国民貯

蓄奨励運動はますます強化されていった。 4-Jに国位消

化の促進のために創案された方法は，国ば貯蓄制度と

小額国債売買制度であった。 18年以降は，隣組組織を

通ずる国債貯蓄に重点が向けられ，一般個人にも，な

かば強制的に国債が割り当てられるようになった。

4 現地借入金と外資金庫からの戦費調弁

日華事変以降，戦地における軍費の支払いは軍票あ

るいは現地に設立された中央発券銀行の銀行-券をもっ

て行なわれた。軍票については，昭和12年10月22日の

閣議で「軍用手票発行要領」が決定され， r原則ト シテ

支那(北支方面ヲ除ク〉ニ於ケル派遣軍ノ軍人軍属ノ俸

給以外ノ支払ニ充ツル」ために軍票を発行することに

なり，この要領に基づいて，中国に対しては同 日 「支

那事変派遣部隊経費支弁軍用手票取扱手続j(20年2月

に「昭和12年軍用手票取扱手続」と改称〉 が，また南方に

おいては，16年11月1日に「南方外貨表示軍票取扱手

続」が，し、ずれも「大蔵大臣達」として出された。軍票

の使用範囲は13年 9月からは拡張され，軍人軍属の俸

給等にも使用されることになった。また上記の要領に

よれば，軍票発行の担当者は大蔵省理財局であ り，日

銀は軍票を受領すると別口預金に受け入れ，国庫金総

括帳科目 「軍票発行高」の科目で整理することになっ

た。そして，これらの軍票の免換は事実上停止されて

いた。その後現地の通貨工作が進み，各地に発券鉛行

が設立されるに及んで，しだし、に現地銀行の発行する

銀行券が軍票に代わって戦費支払いの手段として使わ

れるようになった。これらの銀行券も ，もちろん，正

貨準備をもっていなかったO いま，各地ごとに戦費支

払いの手段として何が使われたかの経緯を概説すると，

次のとおりであるO

満州、|における軍事費の支払いには， 当初から-J主し

て満州中央銀行券が使われ，これに対しては，臨軍究

会計からの国庫送金によって処理されていた。

華北においては，日華事変動発当初，朝鮮銀行券が使

われた。しかし，事変の拡大とともに鮮銀券の増発が

行なわれ，そのため中国法幣に対する価値が著しく下
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落したので，これに代わって河北省銀行券を軍票とし

て採用することになった。これは当時法幣とだいたい

等価で流通していた中国の通貨で，これを円と連絡 し

て使用したが，それでも物資の調達はうまくし、かなか
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った。そこで現地における通貨工作が進められ， 13年

3月には中国聯合準備銀行が現地発券銀行として創設

され，この銀行が新しい通貨(聯銀券〉を発行したo そ

の結果，同年9月以降は，軍の支払いにはもっぱら聯

銀券が用いられることになった。

華中においては最初日銀券が使われ，また12年11月

からは軍票も併行して使われたが，華南では最初から

軍票が使用されていた。しかし， 13年11月からは上海

を除く華中・華南一帯において軍票一本に統一するこ

とが決定された。さらに14年12月からは上海において

も日銀券の流通を禁止し，全く寧菓に一元化されるこ

とになった。その後， 16年1月，南京に中央儲備銀行が

設立され，同行発行の新しい法幣である儲備券が基本

通貨と定められたので，以後は軍票に併行して儲備券

が使われることになった。儲備券の流通をさらに徹底

するために各種の措置が講ぜ、られたが， 18年4月に至

り軍票の新規発行停止，儲備券一本化の方針が実施さ

れることになった。

南方諸地域では，作戦軍はあらかじめ用意した各地

域別現地通貨表示の軍票を携行し，これを現地既存通

貨と等価に流通させた。この種の軍票が使われた地域

は，フィリピン・インドネシア・マラヤ・北ポノレネオ・ピ

ノレマ・南洋諸島であった。 17年2月に南方開発金庫が

軍票経済下の南方占領地の中央銀行として設立された

が，同行は18年4月から南発券の発行業務を開始し，

それに伴って軍票は南発券に替えられた。なお，南方

諸地域のうち，インドシナでは軍票の使用は少なく，

支払いは主として印度支那銀行券ピアストル貨によっ

て行なわれ，タイではタイ銀行券バーツ貨が使用され

た。前者は「日・仏印経済協定」でとりきめられた円

ピアストル双務清算決済制により， 18年1月からは新

たに導入された特別円制度により正金銀行によって調

達されたものであり，後者は16年12月の日・タイ聞の

覚書に基づき，タイ政府の日本への借款によって正金

銀行を通じて調達されたが， 17年11月からは特別円制

度を通じてタイ政府から供給されることになったo

以上でみたように，現地軍費の支払いには現地発券

銀行の発行する銀行券が使われるようになったo この

現地通貨による軍事費の支払いは，現地銀行の日本側

銀行に対する円預金を見合いとして行なわれたもので

あるが，現地通貨の見合いとなるべきこの円資金は，

臨軍会計からの国庫送金によりまかなわれたO ところ

が，現地では戦費支払いの増大により，物資の裏づけの

ない巨額の現地通貨が散布されたため，インフレは猛

烈な勢いで進行した。この現地の物価騰貴は，門と現

地通貨との固定換算比率の維持政策をとっていたため，

直ちに臨軍会計の膨脹を引き起こし，公債の発行をい

よいよ増加させる結果をまねいたので‘あるO しかも圏

内においては，国債の消化はしだいに困難になってい

たo そこで国債の新規発行を抑制する必要から，国債

の発行に代わって現地借入金の制度がとられるにし、た

ったわけで、ある。

この制度は， 18年度から中国および南方地域につい

て，また19年度から満州・タイ国・インドシナについ

て実施された。これら現地通貨による借入金は，聯銀

券については朝鮮銀行から，儲備券，ピアストノレ貨，

満銀券については正金銀行から，南発券については南

方開発金庫から，タイ園パーツ貨については日本銀行

から借り入れられた。すなわち，借入金収入は日本側

銀行により現地通貨をもって日本銀行現地代理屈に納

入されたので、あるが，これに必要な現地通貨資金は，

日本側銀行と現地銀行との間の預け合い契約(満州の

場合は貸上資金融通契約，イ γ ドシナ・タイの場合は特別円

勘定の操作〉によって調達されたのである。 預合いと

は，二つの銀行が相互に同額の預金を預け合うのであ

って，現金の預け入れはなく，単に帳簿上の操作にす

ぎないものであったO つまり，日本側銀行現地支庖で

は，同広における現地銀行の日本円預金勘定を貸方に

記入し，また現地銀行は，この金額に相当する現地通

貨を日本側銀行支庖の現地通貨預金勘定に貸方記入す

るとし、う方法によって，日本側銀行は所要の現地通貨

資金を調達したので、あるo

このようにして現地借入金の制度を作っても，それ

は単に公債を借入金に振り替えたにすぎず，臨軍会計

第 6-2褒外地借λ金 〈単位 1∞万円〉

借入年月|金額(利 率

19必年4月~ | 5.lm11M4年7月まで日歩
45年2月I....，J.O>v i 9麗5毛，以降年3

l分 5直

聯銀券

儲備券 11 20，639 年3分5厘

南発券 11 11，1∞ 年2分

仏印貨 19必年44日月手~ 1，162 年2分2厘5毛8月

満銀券 11 3，41∞ 日歩9厘
194P4年445年

月~ 
泰国貨 7月 1，250 年5厘

合計

備考:日本銀行『満州事変以後の財政金融史~ p.493 

にはやはり借入金が計上されるから，日本政府の将来

の財政負担が増大することには変りはなかった。しか

も現地物価の騰貴はますます激しくなったから，臨軍

会計に対して直接大きな影響を及ぼしたo そこで，日

本円と現地通貨との聞の交換公定レートを変更するこ

となく，臨軍予算そのものの計数を圧縮し，あるいは

その膨脹を抑えるための措置がぜ、ひとも必要であったo

このような措置として生み出されたのが外資金庫であ

った。

外資金庫は19年12月29日の閣議でその設立が決定さ

れ.20年2月9日公布の「外資金庫法J(昭和20年法律第

2号〉に基づいて， 3月1日から業務を開始した。資

本金は5パ削万円，全額政府出資とし，第1回払込みと

して 1，収泊万円が国債で行なわれたが，その後の払込

みはなかったO その組織は，大蔵次官を理事長，主計

局長，外資局長，日銀・正金・鮮銀・南発金庫の代表

者を理事とし，本庖を大蔵省外資局内に，代理庖を正

金上海および張家口支庖，鮮銀北京支唐，南発各支庖

に置いた。

外資金庫は「大東亜戦争ニ関シ，国家ノ政策ニ即シ，

在外資金ノ調達運用ヲナス」ことを目的とし，業務の

内容は次の三つであったo

(1) 政府に対する圏外払い臨時軍事費資金の貸上げ

(2) 陸海軍の圏外払い臨時軍事費予算中の物件費の

調整

(吟その他政府の命令による必要な資金の運用調整
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このうち，業務の中心は伶)の物件費の調整にあっ

た。すなわち，外資金庫は，従来政府に対して戦費の貸

上げを行なっていた日本側銀行から，政府に代わって

所要資金を借り入れ，そのうち臨時軍事費予算に計上

された額については，資金を政府に貸し上げ，予算計

上額を超過する金額については，政府の支払先に対し，

金庫自身の負担で価格調整金として支給した。価格調

整金と予算計上額との比率価格(調整比率〉は，各占領

地域の物価状況に応じて，大蔵省内に設けられた外資

調達協議会で随時決定された。 20年の 3月以降決定さ

れた価格調整率は第6由 3衰のとおりであって，これに

よれば，臨軍費予算の数十倍，末期には130倍にあたる

金額が現実に戦費として支払われていたので、ある。な

お外資金庫によって調整する範囲は，中国およびタイ，

イγ ドシナを除く南方地域にある陸海軍機関が現地で

支払う物件費に限られていた。

上述のように，現地で使用される戦費は，そのうち

のごく少部分だけが臨軍会計の負担となり，残りの大

部分は外資金庫の調整資金でまかなわれることになっ

たのであるが，現地においては，内地で決められる価

格調整率とは関係なく，一括してすべて外資金庫が戦

費を調達Lた。そして，ただ中央でのみ，臨軍会計負担

第6-3嚢中閣で使用され苔軍費の価格鵬撃事

〈臨時軍事費予算額を 1とする〉

| 費予算|価格調齢l君臨鎚
l 
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分を外資金庫の対政府貸上金として別途整理すること

とした。しかし，実際には臨時軍事費負担分と外資金

庫引受分とを，取引のつど区別することはきわめて煩

雑であるため，後日一括して整理することにしたまま，

その手続なしに終戦に至った。したがって，外資金庫か

らの政府貸上げはついに行なわれず，現地における戦

費支出の金額が外資金庫の調整資金でまかなわれた結

果となったので、ある(臨軍会計には外資金庫からの借入金

368億6.卯0万円があるが，これは設立に伴い鮮銀・正金・

南発金庫の有する政府貸上金債権を承継したものである〉。

外資金庫の資金調達は二つの方法で、行なわれた。一

つは「預け合し、」によるもので，他の一つは現地にお

ける寄付金または納付金の受入れであった。

「預け合L、」の操作は次のとおりであるo 外資金庫

は，鮮銀・正金・南発金庫との間に預け合い勘定を設

定し，鮮銀と正金は中国聯合銀行，中央儲備銀行との

間に従来どおり預け合い勘定をもった。外資金庫はこ

れら日本側銀行に設けられた預金勘定から所要の現地

通貨資金を引き出して軍に供給し，日本側銀行はそれ

に見合う金額を現地銀行に設けられた預金勘定から引

き出して，これを外資金庫に供給したのである。外資

金庫は日本側銀行に対する預け金を引き出すと同時に，

それに見合う金額を「政府支払勘定」としてその資金

に記帳することになっていたが，実際には「納入金」

として処理したまま終戦となった。この納入金額は，

20年3月改定以来終戦までの聞に5，228億円の巨額に

上ったのであるO

現地における寄付金または納付金による方法で，実

際に外資金躍が受け入れたものは，正金銀行の金塊現

地売却利益金，日中間貿易差益金，華中における対日

送金調整料，軍需物資納入組合からのたばこ売買差益

金であったoその総計は，終戦後 (20年9月)5，026億

3，500万円となり，そのうち大部分は金の売却益であ

った。このような寄付金および納付金によって外資金

庫の膨大な損失金の大部分が補填されたのである。

5 外貨債の処理と敵産管理
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米貨債1億5，265万ドル余，英貨債7，714万ポンド，仏

貨債8，934万フランとなっていたが，開戦によって日

本は外貨の元利支払いを全部停止するほかなきにいた

った(昭和16年12月30日大蔵省為替局長通牒「外債緊急処

理ユ関スル内示」により決定〉。しかし，元利支払いを全

面的に停止すると，本邦人所有者に大きな打撃を与え，

また証券市場にも好ましくない影響を及ぼすことにな

るので，内地所在の外貨証券については，従来どおり

大蔵省の指定換算相場で利払いを続けることにした。

また在外証券に関しては，昭和17年 1月以降「敵産管

理法」にいう「敵産」に該当するものとみなし，横浜

正金銀行の指定外国人封鎖勘定〈のちに特殊財産管理勘

定と改称〉に払い込む措置がとられた。ただし， スイ

スにおける利払い選択約款のついている第3回4分利

英貨盟債，東京市5分利英貨電気事業債の利払いは，

戦前から本邦人または友好調人の所有したものでスイ

ス駐割公使の証明するものに限り，スイスへの利払い

送金を継続した。

このような措置により圏内の米・英貨相場は一応安

定したけれども，外貨の発行者側としては公定換算相

場が起債当時の相場に比して暴落しているために過重

な負担を負うことになり，証券所有者としても，為替市

場が停止されているので不安があっTおそのため，両

者の利害の一致を見いだすことはむずかしくなり，政

府は外貨債を一括して根本的に処理する必要に迫られ

た。こうした要請から，昭和 18年 1月， i外貨債処理

法」が立案され，第81議会の協賛を得て， 3月15日に

公布〈法律第6.0号)，施行されることになった。

l司法の要旨は，

(1) 本邦人および友好国人の所有する米・1英貨債は

所有者の承諾を得て適正な条件をもって内貨債に

借り換えられ，円貨債を交付するO

(2) 地方債または社債の借り換えられない部分につ

いては，その元利支払義務を政府が承継ずるO そ

の場合，発行者は承継の対価を政府に納付する。

(3) 借換えにより地方債または社債の発行者が損失

を被ったときは，政府がこれを補償する。

この法律の実施により，外貨国債は， 2回にわたって

三分半利国庫債券(期限18カ年，受付価格98円〉に借り

換えられたO 邦貨国債に借り換えられた額は，米貨債

1億3，1∞余万ドル，英貨債 2，5∞余万ポンドであっ

た。外貨地方債および社債も，国債同様に邦貨債に借

り換え，発行者またはその承継者手持ちの自己債は消

却され，借換え，消却されなかったものは一括して政府

において元利払義務を承継した。そして政府に承継さ

れた外貨債の物上担保その他の原契約の効力は，処理

法の規定により消滅し， またその後の利払い(横浜正

金銀行の特殊財産管理勘定への払込み〉も停止されること

になった。

この立法は外貨債保有者に対して低利の内圏債への

借換えを強制する戦時措置で，外貨債保有者としては

相当の犠牲を払わされることになったo しかも法律的

には，外国にある外貨債所持人にはその同意、を得たわ

けではないから，外国の所持人は依然、として原債務者

(日本の地方団体，会社等〉に対し，原契約上の権利を

主張しうる立場にあったので‘ある。

また，戦争開始によって敢闘または敵国人の所有と

なった財産については， 16年12月22日に「敵産管理法」

(昭和16年法律第99号〉を施行して， i外国為替管理法」

による消極的管理のほかに，特別の管理制度を設けた。

同法では，政府は原則としてみずから敵産の管理にあ

たらず，管理人を選任してこれを管理させ，さらに必要

により敵産の売却その他の処分を命ずることができる

と規定していたo そして敵産から収益が生じた場合に

は，正金銀行内に設けられた特殊財産勘定に，管理人

に払い込ませるとL、う方法がとられたo同法による管

理はおもに内地にある敵産を対象としたものであった

が，戦局が発展するにつれて，中国および南方地域に
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おいて日本軍が段収し，またはその管理下に収めた敵

産もまた巨大な量に遺した。これについては， 17年9

月28日，大本営・政府連絡会議で「帝国軍ノ作戦地域内

ニ於ケル敵国及敵国人財産ノ処理運営ユ関スル件Jが

決定された。これに基づき企画院が立てた作戦地構内

の敵産処理方針によれば，押収敵産のなかで，敵国の

国有または公有動産および敵対行為に使用された私有

動産は漫収し，設収するもののほかは換価処分し，そ

の対価金は別途に保管する。設収または帰属財産は日

本の国有財産としたうえで，適当な管理をすることが

決められた。これにより，各地域ごとに別々に敵産の

処理が実施されていった。

ところで，日本が授収したり，管理下に収めた敵産

も，これを活用して生産力拡充および軍事上の用途に

役だたせ，戦力の補強充実にあてることが必要とされ

た。 r敵産管理法」も敵産を戦争目的に活用すること

をねらいとしていたが，敵産の管理方式や処理方針が

内地と作戦地域とでは異なり，かつ管理人にゆだねた

ままでの敵産の活用は統一性を欠くとし、う欠点があっ

たので，内外地を通ずるすべての敵産を総合的・統一

的に活用できる方式が強く望まれた。この目的のため

に， 18年3月に特殊財産資金特別会計が設けられるこ

とになった。

特殊財産資金は，主として一般会計からの繰入金

〈繰入額は 5億円と規定される)，没収した敵産の繰入れ，

これまで一般会計所属となっていた在支敵産の継承分

などから構成され，この資金を中国および南方地域で

事業を営む法人への出資，預金部への預金等，勅令の

定めるものに運用し，また必要な場合には一般会計歳

入に繰り入れて使用するというのが本会計の要綱であ

った。
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第 3節会計制度の戦時特例

軍関係の予算施行については，会計法第17条，第21条，

会計規則第57条，第60条によって，特例的支出(資金前

渡.概算払い〉を認める範囲が決められていた。日華事

変開始以後，財政が戦争目的に集中されるにつれて，

この特例的支出を認める範囲がしだいに拡大されてい

った。まず，昭和12年10月，勅令第584号により，当

分の間，資金前渡，前金払いまたは概算払いをなし

あるいは随意契約をなしうる範囲が拡大された。平時

では軍艦，兵器，弾薬など直接軍事行動に関係あるも

のについてのみ特例が認められていたが，この勅令に

より軍関係の工事および軍需資材の購入にも拡大され

た。その後，前金払い制度については，昭和13年3月

「軍ノ需要充足ノ為ノ会計法ノ特例ユ関スル件J(昭和13

年法律第16号〕により前金払い，概算払いの規定はすべ

て勅令に委任することができることとし，資金前渡，

随意、契約をなしうる範囲は，昭和14年勅令第307号，

第 715号，昭和15年勅令第261号，第688号，昭和16年

勅令第825号によってますます拡大された。こうして

特例的支出の拡大は会計法の改正によらず，臨時法令

の形で行なわれてきた。

これらの臨時法令を総合し集大成する目的で「財政

金融基本方策要綱jでは，r時勢ノ変遷ニ即応シ又ハ戦

時ノ必要ニ応ズノレ為現行会計制度全般ニ付再検討ヲ加

ブル」方針がとられた。そして昭和国年9月に大蔵省

部内に財政制度調査会が設けられ，会計法，国有財産法，

物品会計規則などについて全面的に検討が加えられ

た。調査会の審議が行なわれているうちに，戦局は太

平洋戦争段階へと発展し，いよいよ戦時会計制度の実

施が必要とされるに至った。そこで大蔵省は「会計法

戦時特例案」を起草し，政府は第79議会にこれを提出，

その協賛を得て，昭和17年2月18日に公布， 4月28日

からこれを施行したo 同時に「会計規則等戦時特例J
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も施行された。

「会計法戦時特例J(昭和17年法樟第10号)， r会計規則

等戦時特例J(昭和12年勅令第451号〉は，日華事変開始以

降設けられてきた特例制度を，戦時会計とし寸前提に

立って恒久化する目的で立法されたものである O そし

て従来の会計法は平時に適用されるものとしてそのま

ま残された。またこれまでの臨時法令では，陸海軍に所

属する官庁にのみ特例的規定の拡大が認められていた

が，今度の戦時特例の規定は一般行政官庁にも適用さ

れるものであった。戦時特例では，前金払い，概算払

いの適用範聞の拡張のほかに，前に述べた軍需手形保

証制度，出納官吏についての特例，随意契約の範囲拡

大と契約手続の簡素化，軍事上の必要による各種の特

別な経理手続が認められた。

会計法の特例制度を拡大することは，予算実行の放

漫化をまねき，ひいてはインフレを促進することにも

なるので，大蔵省としては，特例を陸海軍省以外に適用

するのは，空襲による非常事態とか，軍に直接関係あ

る工事とかの，きわめて限られた場合に実施しようと

考えていた。実際， 18年半ばまでは政府部内で要求が

あったにもかかわらず，大蔵省は特例的支出を認めな

かった。ところが戦局が急を告げ，緊急軍需産業の増

産が一刻を争う段階に至ると，支出規制よりも「予算

ノ実行ヲ機動的且効果的ナラシメル」ことのほうが先

決となった。 18年9月26日，大蔵省では「園内態勢強

化方策ニ関スル措置jを決定し，そのなかで予算の形

式の単純化，予算実行の機動化，予算・決算事務の簡

略化等の方針をうちだした。この決定以後，特例制度

の積極的活用が行なわれ，さらに戦時特例が拡大され

ることになっ7こO

「会計法戦時特例Jは 18年 10月31日付で改正され

た。この時には，補助費定額の繰越しを認める，不動

産売買以外の契約については，あらゆる場合に，勅令

によらなくても指名競争契約または随意契約を行ない

うる権限を国務大臣に与える，従来，法律事項であっ

た，一つの会計または勘定に属する特定経費，収入を

他の会計，勘定に移す措置を勅令に委任することがで

きる，という点がおもな改正内容であったO この「会

計法戦時特例Jの改正に続いて， r会計規則等戦時特

例」も， 19年3月24日， 5月23日， 8月8日とあいつ

いで3回の改正が行なわれた。これにより特例的支出

の範囲はさらに広がり，予算の支出に必要とされてい

た経理手続は徹底的に簡略化された。

次いで昭和20年2月に再び「会計法戦時特例Jの改

正が行なわれたが，これは会計制度の非常対策ともい

第4章太平洋戦争と大蔵省

うべき措置であった。この時すでに米軍の攻勢はひし

ひしと本土にせまり.19年暮からB29の東京空襲が始

まっていた。そのため緊急事態の続発により予算の実

行も正常の運営をなしえない状態に陥ることを予期し

て，非常対策を立てる必要に迫られたわけで、あるoお

もな改正点は，戦争災害による「避クベカラザル事故」

が起こった場合に，出納事務の一部を省略したこと，

予算外国車負担契約，翌年度繰越し，決算の議会提出

期に関する特例を認めたことであるo こうして日華事

変開始以降の度重なる特例制度の拡大により，終戦時

には，会計法は予算実行の適正化を図るとし、う本来の

機能を果たしえない状態になっていたのであるo

第 4節金融機構の再編成

太平洋戦争が始まる少し前に決定された「財政金融

基本方策要綱」では，資金の動員に計画性を与え，資

金配分の重点化を図るため，各種金融機関の再編成を

提唱していた。この要綱に示された諸施策は，発表後

しばらくの間具体化きれなかったが，太平洋戦争の開

始により戦争遂行上いっそう強力な機構と政策とが必

要となったため，昭和17年の初めから，この要綱の線に

沿って金融機構の改革が始められることになった。開

戦後直ちに具体化された機構改革のおもなものは，日

本銀行の改組，南方開発金庫，戦時金融金庫の設立，

金融統制令の一元的組織化であった。以下，これらの

諸機関の機構，活動状況を概観することにする。

1 日本銀行の改組

日本銀行制度については，明治15年の同行創立以来，

各方面からしばしば改革案が示されてきた(これまで

論議された日本銀行制度改革案のうち，主要なものとしては

大正l咋の金融制度調査準備委員会案，昭和5年の大蔵省・

日本銀行共同調査会案，昭和l2年の日本銀行条例改正打合会
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案の三つがあげられる〉。 しかし，これらの改革案はい

ずれも実現をみるに歪らず，このため，日本銀行条例

は，銀行券発行に関する規定を除けば，明治15年以来

なんらの改正も加えられることなく，戦時期を迎えた

のである。

しかしながら，日華事変開始以来，経済の戦時体制

化が進むなかで金融政策の果たす役割は一段と重要性

を加えるに至り，金融政策の中枢機関たる日本銀行は，

時局の要請にこたえるために，その組織・業務・発券制

度の面から従来の制度を根本的に改革する必要に迫ら

れることになったo たまたま昭和17年10月をもって明

治43年2月に満30年延長された営業年限が満了するた

め，これを絶好の機会として大規模な改革が企図され

たのである。改正の基本方針を示す「日本銀行法案要

綱」は17年1月に決定され，これが第79議会に提出され

たo 新たな「日本銀行法」は!日来の日本銀行条例に代

わって， 17年2月24日に公布〈法樟第67号〉された。

同法により改革された主要な点は次のとおりであるo
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(1)組織と目的

日本銀行は従来株式会社組織で運営されてきたが，

新法では組織上の企業的性格を一掃し，国家目的をに

なう出資組織の特殊法人に変えられた。すなわち，新

法では，I日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発煙ヲ図

ノレ為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節，金融ノ調整及信用

制度ノ保持育成二任ズルj(第1条〉という目的が新た

に明記され，また「日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ

使命トシテ運営セラルJ(第2条〉ベき旨定められた。

そして株主総会にあたる出資者総会は認められず，し

たがって，出資者が日銀業務に参与する余地はなくな

った。日本銀行の出資証券には，毎事業年度の剰余金

中から年4分なり 5分の配当が与えられることになっ

たが，その性質は株式よりもむしろ社債券に類するも

のであった。さらに資本金は 1億円に増額されたが，

旧株主の出資分 4，500万円をこえる額は，政府が出資

することになった。

職員制度についても同様の趣旨で改革され，政府は

役員の任命権，解任権を保有するばかりでなく，職員

は原則としてすべて「公務ニ従事スル職員」とみなさ

れることとなった。また日銀業務の実施については，

総裁のみが業務を「総理」することになり，従来の重

役集会の多数決制は廃止された。政府の日本銀行に対

する監督権も従来と比べて著しく強化され，役員の任

免権はもとより，公定歩合の認可をはじめ，業務，銀

行券，経連に関し広範な認可権を留保し，また日本銀

行の目的達成上必要ありと認めるときは，日本銀行に

対し必要な業務の施行を命じうるとされた。

(2)業 務

業務上の改正点の第一は，従前の商業金融中心主載

をやめて，進んで産業金融の調整にもあたりうること

とした点で、ある。日銀条例では「直接間接ヲ問ハズ工

業ニ関係スル事Jは闘く禁止されていたが，新法は，日

銀が社債株式を担保とする貸付けや大蔵大臣が認可し

た国債以外の債券を売買しうる旨を定めた。これは従

来から見返品制度の名のもとに行なわれてきた産業金

融を公認し，中央銀行の業務として産業金融の調整が
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加えられたことを明示したものであった。もっとも政

府は，これにより長期固定的な産業資金を直接日銀か

ら放出させるつもりはなく，一時的な資金の供給を意

味するものであると説明した。

第二は，日銀が一般市場操作に積極的にのり出すよ

うにした点である。すなわち新法では「商業手形，銀

行引受手形其ノ他ノ手形，国債又ハ主務大臣ノ認可ヲ

受ケタル債務ノ売買」を日銀業務の一項に加えた。こ

れにより，従来国債の売買に必要であった主務大臣の

認可は不必要になり，また認可を受ければ国債以外の

債券も売買できるようになった。手形についても，旧

条例が買入れだけを掲げたのに対して，売却をも明記

したo

第三は，国際金融取引上必要な業務を開始したこと

である。旧条例では国際金融取引業務は外国為替の割

引だけに限られていたが，新法では外国為替の売買を

公認し，外国金融機関に対する出資，融資およびこれ

を為替決済取引をなしうることを定めたo これは「大

東亜共栄圏」の建設を目ざす国策に即応して，南方各

地の中央銀行との聞の国際取引を支障なく行なう必要

が生じたためで、ある。

第四は，ー信用制度の保持育成のために必要な業務を

行ないうるとした点で‘あるo このような業務として考

えられたものは，一つは，たとえばスタンプ手形によっ

て行なわれたような新しい信用制度を普及する業務で

あり，もう一つは，金融制度のどこかに弱点を生じた場

合にその破綻を防止するための業務である。これらは

以前から日銀の行なってきたところであるが，後者の

場合には，そのための特別法を制定する必要があったo

それを今度は主務大臣の認可を条件に恒久的業務とし

て認めたわけで、ある。

第五は，対政府関係の業務のなかで，政府に対する

無担保貸付けと国債の応募引受けとを日銀の業務とし

て明記したことである。これは日本銀行が財政資金の

供給者であることを無制限に豊島務づけたもので，これ

により日本銀行の国家的性格がいっそう明確に規定さ

れることになったo

(3)銀行券発行制度

銀行券発行制度のうえで行なわれた改革は，銀行券

の免換制度を廃止し，管理通貨制度を基礎とした発券

制度を設けたことであるo 日銀の発行する銀行券は，

すでに昭和6年末以来正貨免換が停止されていたが，

その他の点ではなお「免換銀行券条例Jに準拠してい

た。その後16年には免換銀行券条例の臨時特例により，

最高発行額制限法が採用され，正貨準備，保証準備の

別が撤廃されたことは前に述べたとおりであるo 新法

は「日本銀行ハ銀行券ヲ発行スJ(第29条〉と規定して

あるだけで，免換についてはなんら規定するところが

ないから，制度上，日銀は正貨免換の義務を免除される

ことになった。また銀行券の発行限度については，主

務大臣が定めるものと規定したので，発行限度を定め

ても，大蔵大臣の認可を得れば，制限外発行はいくら

でも可能となり，制限外発行税の納付も不要とされ

た。実際， 4月1日に最高発行高は60億円と定められ，

その後も政府は最高発行高を引き上げることによる心

理的影響を考えて増額しなかったので、あるが，銀行券

の平均発行高は19年3月には 1ω億円をこえ， 12月に

は 160億円に近づくとしづ状態になった。次に銀行券

発行準備としては原則として， (1) 3カ月以内に満期到

来の商業手形，銀行引受手形その他の手形， (2)手形，

有価証券，地金銀または商品を担保とする貸付金およ

び政府貸付金， (3)国債，但)主務大臣の認可を受けた債

券， (5)外国為替， (6)地金銀，金銀貨が認められた。こ

の規定で従来と異なった点は，正貨準備として他の準

備と区別されていた地金銀，金銀貨が他の保証物件と

同一視されていること，保証物件として認められたも

のが従来より多くなったことであったo なお，新しい

制度による日本銀行は 5月1日から発足し， I日本銀

行条例J，I免換銀行券条例j，I日本銀行納付金法j，

「金準備評価法」等は同日をもって魔止された。

2 金融統制会の設立

全国の金融機関を一元的に組織化する機構として設

立されたのは金融統制会であったo これよりさき経済
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新体制の発足により各分野で統制の一元化が進むにつ

れ，全融界でもこれに即応するなんらかの組織を整備

する必要に迫られ，昭和15年9月には全国金融協議会

が設立された。同協議会は「金融機関ノ緊密ナル連絡

提携ヲ図リ内外ノ新事態エ対応シ其ノ使命達成上必要

ナル事項ヲ協議スルJことを目的としたものであった

が，法的根拠をもたない自主的な協議機関にすぎなか

った。他方，政府は「財政金融基本方策要綱」の中で日

銀を中核とする金融機関の組織体を結成させる旨を明

示したが， 16年秋からこの方針に則して「国家総動員

法J第18条に基づく金融統制団体の設立を準備し， 17 

年4月18日付で「金融統制団体令j(勅令第440号〉を公

布した。同令は一般産業に対する「重要産業団体令」

(16年8月26日公布〉に呼応して，金融統制団体の種別，

各統制団体の目的，事業，組織等を規定し，金融統制

の機構とその運営に法的根拠を与えるとともに，その

統制作用をいっそう強力にしようとするものであった。

これにより，全国金融協議会は統制団体に発展的解消

することになった。

「金融統制団体令」によって金融事業統制団体とし

て定められたものは，全国金融統制金，業態別統制会，

統制組合および地方金融協議会の 4種の統制団体であ

る。このうち中枢となる統制団体は全国金融統制会で

あり，事実上，関統制金だけが重要な活動を行ない，そ

の他のものは問統制舎から発せられる命令を実行する

機関であった。同統制金の会員は日銀，各業態別統制

会，大蔵大臣の指定した会員たる特別銀行6行，金庫

5行からなり，その傘下に各金融機関がはいったo 合

長は日銀総裁と定められ，その事務はすべて日銀によ

って担当されていたのであって，日銀が実質的に同統

制会の事業の運営ならびに権限の行使をなしうる体制j

にあった。

全国金融統制会の事業運営の基本となるものとして，

(1)業態別統制金の統制規程の設定等に関する件.(却資

金の吸収及運用の計画に関する件， (3)有価証券の応募，

引受文は寅入等に関する件， (4)資金の融通に関する件，

(5)金利等の調整に関する件，の 5件からなる統制規程
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が， 7月2日大蔵省告示によって施行された。このう

ち同統制会の最も主力を注ぐべき業務は，各金融機関

の行なう資金吸収を促進することと蓄積された資金の

国家目的に即応する適正な配分であるとされた。大蔵

省はこの統制会に金融統制上の実際的事務と具体的措

置をまかせることになった。統制が一段と徴細な点に

たちいたるようになると，r政府において一々立入って

指導統制を行なうことは必ずしも適当ではなく，むし

ろ政府において方針を示し，その実行上必要なる措置

は金融機関の組織体を通ずる自律的統制に委ねること

が実際的であり，また効果的である」と考えられたか

らであるo つまり，同統制会の設立により，大蔵省の

立案する金融政策は統制会を通じて実行されるという

新しい金融統制方式が始められることになったのであ

るo まず資金吸収については，各部門別統制会はその

会員から資金吸収計画を徴集し，これを順次上にあげ

て全国金融統制会に提出する。同統制会では専門委員

会でこれを検討し，意見を付して大蔵省に回付する。

大蔵省では提供された資料に基づいて資金吸収計画を

樹立し，計画が最終的に決定されると，またこのパイ

プを通じて各金融機関に目標額を割り当てるという方

式がとられた。資金運用面についても，公債消化の具

体的計画，起債計画の立案や遂行にあたって同様な方

式がとられた。このほか，全国金融統制j会は，軍需産

業ならびに戦時金融金庫等の起債の引受け，時局共同

融資団から受け継いだ軍需産業に対する共同融資の斡

旋，銀行の合同に関する指導斡旋，内国為替集中決済

制度の創設，金融界と産業界の閣を緊密にするための

連絡会議の設定等の活動を行なったが，これらの多く

は、，これまで大蔵省各部局で行なっていた業務を分担

したものであった。

3 戦時金融金庫の設立と活動

軍需生産に必要な資金の円滑な供給を図るために特

別の戦時金融機関を新たに設立するとしろ問題は，日

華事変期から懸案の一つであった。日華事変期には，

このような機関の設立が問題となったときには，興銀
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の機能を拡大して，産業資金の供給にあたらしめ，同

行に対する強制融資命令の発動により軍需融資の需要

を満たしてきた。しかし興銀は特殊銀行とはし、え，完全

に営利性を離れることはできず，また強制融資も手続

に長い期間を要したので，戦時金融を興銀のみにゆだ

ねることは非常な不便があった。そのため特別の機関

を設けるべきだとする要望は依然として強かった。開

戦に伴い，資金需要はきわめて巨額に上り，しかもそ

の大部分は長期間固定する危険の多い，採算上も不利

なものであったから，政府の補償を背景として，膨大

で緊急な資金需要に応ずる戦時金融機関の設立がどう

しても必要となった。こうして長い間懸案となってい

た特別な金融機関が，開戦を契機として実現すること

になった。

昭和17年1月7日の閣議で「戦時金融金庫法案要綱」

が決定され，第79議会の協賛を経て， 同法は2月法

律第32号をもって公布された。ここに戦時金融金庫は

4月18日にその業務を開始したのであるO 同金庫の目

的は， r戦時ニ際シ生産拡充及産業再編成ノ為必要ナ

ル資金ニシテ他ノ金融機関等ヨリ供給ヲ受クルコト困

難ナルモノヲ供給、ン併セテ有価証券ノ市価安定ヲ図ル

コト」であった。間金庸の資本金3億円のうち 2億円

は政府出資，民間出資1億円のうち 5，0ω万円は日本

協同証券株式会社の資本金が充当きれ〈同社は戦時金融

金庫に吸収された)，残り 5，000万円は， 市中銀行・興

銀・正金・勧銀の各特殊銀行，生命保険会社，信託会

社等が出資した。資金としては，右の資本金のほか，

払込出資額の10倍まで(のちに30倍〉政府保証の債券

を発行することが認められていたO

同金庫の業務は， (1)軍需産業，生産拡充産業，代用

品工業等のような国家緊急産業を営む者， (2)将来のた

めに未動または遊休設備を保有する者， (3)政府の企業

整備方針に基づいて事業の整備をする者に対して，普

通の方法で、は資金の調達が困難な場合に融資すること

を主とするものであった。終戦時までに同金庫が実際

に行なった主要な融資の対象は，兵器等製造事業特別

助成法による設備融資，木造船建造および譲受資金，

産業応急資金，工作機械製造事業前受金整理資金，重

要工場疎開資金であり，貸付先を業種別でみると，兵

器関係が最も多く，これに次いで水力電気，造船，石

油代用燃料，軽金属，カリ塩等となっていた。これら

の融資の終戦時 (20年 9月29日現在〉における貸出残高

は， 36億8，337万余円であった。

また有価証券の市価安定を図るために，間金庫は吸

収した日本協同証券株式会社の業務を継承した。特に

戦局の悪化により株価が下落してくると，同金障の活

動は目だち，有価証券保有高は18年度 5億2，000万円か

ら19年度9億9，500万円へと約2倍にふえた。初年3

月の大空襲の後においては，同金庫はいわゆる 3.9価

格を最低線として無制限な買出動を行なった。

4 r金融事業整備令Jと銀行集中

金融機構の再編計画のなかで「金融機関の整備統合J

は重要な一項目としてあげられ，全国金融統制会の主

要な任務のーっともなった。銀行の合同は日華事変期

以来，銀行行政の大きな課題となっていたが，太平洋戦

争期にはいって，合同政策に新たな法的根拠が与えら

れることになったoすなわち，昭和17年1月，金融機関

の強制的集中を規定した「金融事業整備令要綱Jが第

23回総動員審議会で可決され，同年5月16日「国家総

動員法」第16条の 3の規定に基づき「金融事業整備令J

(勅令第511号〉が公布施行されたO これは「金融事業ノ

整備ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ金融事業ヲ営ム

者ニ対シ金融事業ノ委託，受託，譲渡若ハ譲受文ハ法

人ノ合併ヲ命ズルコトヲ得jることを定めたものであ

るo その大要は次のとおりである。

(1) 本令の適用を受ける金融機関は銀行，信託会社，

保険会社，無尽会社，信用組合，証券会社等ひろ

く金融業務を営むものである。

(2) 命令は常に相手金融機関を定めて発せられるが，

命令を受けた場合には，その金融機関は栂手金融

機関との間で，命令を受けた事項について協議す

る。この協議は主務大臣の認可を受けなければ効

力を生じなし、。また当事者間で協議することがで
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きず，または協議がととのわないときには，主務

大臣がこれを裁定するo

(3) 金融機関の特質にかんがみ，命令を受けた事項

を実行するについて生ずる一般取引先の関係等を

調整するために， r企業整備令」とは異なった特別

の規定を設ける。

(4) 主務大臣の指定した金融機関の鰻渡および穣受

については，主務大臣の認可を受けねばならな

し、。

この「金融事業整備令Jの施行によって，従来は行

政指導によって行なわれていた銀行合同政策は，さら

に強権による方法によっても推進することができるよ

うになったわけである。この法令は実際には発動され

ることはなかったが，この法令が無言の圧力となって，

銀行の合同を一段と進行させることになったといえる

であろう。また銀行側としても動員や応召により，人

員不足が深刻となり，この点から合同にふみきらざる

をえなかった事情がある。銀行の集中状況をふりかえ

ってみると t 16年から18年にかけての時期は.11年か

ら12年にかけての時期を第一のピークとすれば，第二

のピークをなしており，それを統計的にみれば， 16年

から20年に至る聞に，普通銀行は 186行から61行に，

貯蓄銀行は69行から4行にいずれも撤減し，農工銀行

は全〈饗を消すことになったo

この時期に行なわれた銀行合間において，顕著な点

をあげると，まず第一に，地方銀行の合同をおし進め

たことであるo それは一つには産業規模の拡大に伴い

融資対象が欠乏し，地方銀行の営業基盤が著しく縮小

したためであり，もう一つは政府が地方銀行に対する

命令・監督・指導等を強化する場合，基礎のしっかりし

た少数の銀行のほうが行政上便利であるという理由か

らであった。第ごに，都市大銀行の合同，大銀行による

中小銀行の吸収合併が行なわれて，巨大銀行が設立さ

れたことであるo その最も典型的な事例は，三井銀行

と第一銀行との合同による帝国銀行の設立，三菱銀行

による第百銀行の合併，安田銀行による日本昼夜銀行

の吸収合併であった。第三に，普通銀行による貯蓄銀
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行，信託会社の合併が行なわれたことであるo貯蓄銀

行，信託会社に集まる資金は普通銀行の資金とは異な

る性格をもっているため，三者はそれぞれ別個な金融

機関として取り扱われ，兼営することは禁止されてい

た。しかし戦時金融においては，いかなる性格のもの

であれ，資金を集めることが重要な課題となれ運用

の面でも短期・長期の区別をつけてはおられなくなっ

た。そのため， 18年3月には「戦時国民貯蓄増強ノ必

要カラ既存ノ金融機関中唐舗ナラピニ人員数ニオイテ

最モ活動力アル普通銀行ナドヲシテ大衆的貯金オヨピ

長期貯蓄的資金吸収ニ遺憾ナキヲ期スル」目的で「普

通銀行等ノ貯蓄銀行業務文ハ信託業務ノ兼営等ユ関ス

ル法律J(昭和18年法律第43号〉が公布された。その結

果，貯蓄銀行，信託会社の普通銀行への合併が盛んに

行なわれることになったのである。第四に，勧業銀行

による農工銀行の合併が完了したことである。農工銀

行の合併はこれまでも行なわれてきたが，なお五つの

農工銀行が残っていた。大蔵省は18年2月，残ってい

た銀行に対しすみやかに合併するよう指示を行ない，

同年9月，最終的に合併が完成したのである。

第 5節企業整備融資および軍需融資の推進

金融機構の再編成によって，開戦後から18年半ばま

での聞は，時局産業への融資と資金統制，国民貯蓄奨

励による資金吸収とを軸とした資金計画は，一応順調

に進んだ。それは緒戦における日本軍の戦果に裏づけ

られた南方諸地域の経済的支配圏の拡大を背景として

いたo ところが， 18年にはし、ると戦局は一変し，連合

軍の本格的反攻が始まったO 昭和18年2月の日本軍の

ガダルカナル撤退以来，連合軍は日本軍の手中にあっ

た南方の重要拠点を次々と奪回していった。またアメ

リカ潜水艦の活躍も活発になってきて，内ヰ地聞の海

上補給路はおびやかされ，船舶の沈授はしだいに増加

した。補給線の維持が困難になると，内地の軍需生産

原料の補給に大きな支障をきたすことになり，それは

戦争経済の遂行に死活の問題となった。こうして緒戦

の戦果を背景にして政府が立てた「物動計画Jは， 18年

には継続が困難となり，当面の戦局挽回のために全力

を注がねばならなくなった。いまや補給線の維持は緊

急の課題となり，そのために船舶と航空機の増産に全

経済力が集中されることになった。政府は18年3月四

日， r戦時行政特例法J(法律第75号)， r戦時行政職権特

例J(勅令第 133号〉によって，鉄鋼，石炭，軽金属，船舶，

航空機の 5重点産業を指定し，各大臣に強力な命令権
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を与えて，これらの重点産業へ生産機構を強制的に転

換させた。その後の戦勢衰退につれて， 5重点産業は

さらに一歩を進めて， 18年末には航空機第一主義に改

められた。そして緊急軍需産業に対する増産対策とし

て， r軍需会社法」が施行されることになった。

これに対応:して，金融面からも重点産業への融資を

積極化する政策がとられた。軍需産業への融資は，日

華事変末期から興銀の機能拡大や時局共同融資団の発

足等により，かなり積極化していた。融資の拡大は資

金統制によるインフレ抑制の効果を減殺するものであ

ったが，いまや重点産業の緊急増産を図るためには，

いっそう緊急産業への融資が拡大されねばならなくな

った。そして18年半ばから，このような融資は法的措

置により制度化されていくのである。

1 r企業整備資金措置法」による融資

不急産業の重点産業への転換，つまり企業整備は総

動員法に基づく 「企業整備令J(昭和17年勅令第印3号〉

の公布により法的根拠を与えられていたが，政府は 5

重点産業を指定し増産の全努力をそこに集中するに伴

い，大規模な企業整備を実行に移すことになったo こ

の企業整備にあたって生ずる移動資金は，総額46億

8，3∞万円に上ると推定されたが，この資金をいかに

調達するか，また移動資金が浮動化してインフレが悪

性化する事態をし、かにして未然に防止するかは，大蔵

省にとって大きな問題となるにいたったo 昭和18年7

月15日に施行された「企業整備資金措置法Jはその対

策を規定したものであるo 同法が規定する主要事項は，

(1) 企業整備に伴い移動すべき資金を封鎖し，その

浮動購買力化を防止する目的をもっ特殊決済制度

に関することo

(2) 企業整備促進に対する金融上の措置としてとら

れた資金貸付命令，封鎖資金の解除，債務者特殊

借入金等に対する政府保証に関することo

(3) 企業整備関係会社の解散制限，配当維持，商法

上の各種手続の簡易化に関することo

(4) 企業整備に関連し紛糾する債権，債務につき政

府が適当なる指示をなすべきこと。

(5) 企業整備に関する政府の損失補償，補助金受付，

保証の契約および租税の減免等財政上の措置に関

すること。

であった。同法制定に伴い，大蔵省には企業整備に伴

う財政金融措置の総合調整部局として，総務局に企業

整備課が新設されたo移動資金の浮動購買力化を防く・

対策として設けられた特殊決済の方法には，特殊預金，

特殊金銭信託，債務者特殊借入金，戦時金融金庫特殊

借入金，政府特殊借入金の 5種類があり，これによっ

て債務証書による債権債務処理決済の道を開いた。そ

して資金封鎖の方法をとり，原則として現金決済を認

めないことになった。この特殊決済に基づく債権は，

期限前の償還を受けることも譲渡ないし担保に供する

こともできないとされた。同法により特別銀行，普通

銀行，信託会社，戦時金融金庫，産業設備営団，閏民

更生金庫等の金融機関が政府の指定を受けて特殊決済

の取扱機関となり，政府はこれらの機関に対して特殊

融資命令を出すことができ，一方，その受けた損失を

補償することになったoなお，企業整備に伴う資金の

移動に際して，実際に特殊決済の方法を使うものは意

外に少なかったo これは濠結を避けた資金の額が非常

s 
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に大きかったことが推定される。

2 軍情融資指定金融機関制度

企業整備に続き，緊急軍需産業の増産対策として昭

和18年 10月に「軍需会社法J(法揮第108号〉が公布され

た。同法は兵器，航空機，艦船等重要軍需品，その他軍

需物資の生産，加工および修理を行なう事業を営む会

社を軍需会社として指定し，指定会社に対して国家的

要請に応ずる責任を負わせる一方，政府は会社が増産

のために損失をこうむり，または利益を失うことのな

いよう，各種の保護や補償を与えることを規定したも

のである。そして19年1月17日には軍需会社 150社が，

同法による第 1回の指定を受けた。これに伴い，指定

会社に資金を融通するため，軍需金融に新方式が採用

された。これが軍需融資指定金融機関制度である。

大蔵省はこの制度の根本方針として，軍需会社が指

定された翌日， r軍需会社ユ対スノレ資金融通ニ関スル

件J(銀行保険局長通牒)を発した。その要点は次のとお

りである。

(1) 軍需会社に対する資金の融通は大蔵省の指定す

る金融機関が担当すること。

(2) 右軍需融資指定金融機関はその担当各軍需会社

に対し，所要資金を適時，迅速かつ適切に融通す

ること。

(3) 右のため，必要あるときは軍需融資指定金融機

関に対し，その担当各軍需会社に関する軍需融資

協力団を全国金融統制会のもとに組織して資金の

供給をなし，戦時金融金庸もしくは日本銀行より

必要な援助をなし，または「圏家総動員法Jに基

づき融資命令をなすなどの方法を講ずることo

住) 軍需会社は今後新規資金の借入れはその軍需指

定金融機関より行なうこと。

融資銀行の指定は，第1回の軍需会社指定の直後か

ら始まったが，指定銀行の大半は市中大銀行および興

銀・有力地方銀行で占められた。そして指定を受けな

かった銀行は融資協力団に加わり，指定金融機関へ資

金を供給することで， ζれに協力した。これによって金
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融機関は一体となって，軍需生産を資金面から促進す

る役割をになったのであり，その意味で，この制度は

前に述べた共同融資制度を一歩前進させたものという

ことができるo

この制度による軍需融資については，新たに設置さ

れた軍需省も行政的権隈をもつことになった。軍需省

は「軍需会社法」の制定と同時に，軍需生産行政を一元

的に担当する機関として新設された官庁で、あるが，同

省の出現により軍需融資は大蔵省と軍需省の共管事項

となった。すなわち，軍需会社に資金を供給するには

次のような順序がふまれた。国家資金計画を決定する

にあたって，軍需会社の需要する総資金額はまず大蔵

大臣が軍需大臣と協議して決めるが，個々の会社の需

要額は軍需省が単独に決定した。こうして資金の需要

額が決まると，これを指定銀行に指令し，指定銀行はこ

れに基づいて資金の供給を行なうというしくみであっ

た。また事業会社は，資金調整法のもとでは金融機関を

経由して大蔵省に生産拡充資金の申請を行なっていた

が，新制度では軍需会社は金融機関を経由する手続を

省略し，直接軍需省に申請することになった。この申

請に基づいて，軍需省があらかじめ決められた割当額

の限度内で資金の配分を行なった。、これまで資金の配

分については，大蔵省は統制令による自主的統制を尊

重してきたが，この軍需融資制度では軍需省による直

接管理へと進んだのであるo

その後，軍需会社の指定は数次にわたって行なわれ，

指定会社の総数は2時にはし、ると 6∞社を越え，直接

軍需品を生産する主要会社にはほとんど指定金融機関

による特別融資が与えられることになった。この制度

はさらに拡大されて，軍需品を直接生産する企業ばか

りでな<.間接的にそれにつながる企業にも及ぼされ

ることになった。初年1月に制定された「軍需充足会

社令Jは，軍需充足上特に重要な関係のある会社に対

して「軍需会社法Jを準用することを規定し，同令に

より運輸，倉庫，配電等の会社が指定を受けたo このよ

うな軍需関係会社の範囲の拡大につれて，軍需融資制

度も拡充されねばならなかった。すなわち f軍需金融

• 
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等特別措置法JC昭和20年法律第21号〉が20年3月から施

行されたのである。この法律は従来の軍需融資制度に

法的根拠を与えるとともに，指定金融機関制度の適用

範囲を指定軍需会社以外の関連会社にも広げたばかり

でなく，この制度以外の融資を制限し，融資限度の指

定，融資銀行への預金の集中，融資先企業と融資銀行

との協力関係に特別の規定を設け，軍需金融機関に軍

需金融担当者を選任きせ，金融機関の役職員を公務員

とみなして，政府の監督を強化するというものであっ

た。これにより，金融機関の供給する資金総額の 7'""-'

8割がこのノレートを通じて供給されることになった。

3 共同融資銀行と資金統合銀行

軍需融資制度の拡大強化によって，市中大銀行と特

殊銀行を中心とする軍需金融の指定融資機構ができた

が，地方銀行側もこれに対応して，余裕資金を一元的に

運用する機関を設立することに積極的にのり出した。

地方銀行においては預金が急増したうえに軍需産業に

対する関係が浅く，また割り当てられた菌債その他の

時局債を消化する必要もあって地元の民需産業への融

資も制限されているため，軍需会社に対する協力融資

のみでは多額の遊資を生じその運用難に陥っていた。

そこで地方銀行も結束しで中央市場にのり出し，その

遊資を軍需産業に融通することを考えるにいたったの

であるo 大蔵省も地方銀行の遊資運用については問題

にしていたのでi地方銀行側から一元的融資機関設立

の意向がでるとJ地方銀行統制会とともにその指導斡

旋にあたった。その結果，20年3月末，銀行法に基づい

て共同融資銀行が設立されることになっずこのこの銀行

は，地方銀行77行の共同出資により資本金L∞o万円

で設立され， 4月1日;から営業を開始じた。その業務

は地方銀行の余裕資金を預金その他の方法で集め，こ

れを他の金融機関に融資6.，または社債等有価証券の

応募，引受け，売買等を行なうものとされていた。

Lかし，このような地方銀行の積極的進出に対Lて，

は，都市大銀行や日銀当局にとれをこぼむ傾向があっp

た。そして共同融資銀行の設・立にあたうても，都帝大

銀行側では，同行をして直接軍需融資にあたらせない

ようにしたため，共同融資銀行の機能は地方銀行側の

当初の構想とはかなり違ったものとなった。大蔵省と

しても融資ルートが二元化することは行政上も好まし

くないと考えたので，新たに資金統合銀行の構想を進

め，共同融資銀行をこれに吸収させる方針をとったo

資金統合銀行は資本金5，∞0万円〈半額払込み)の普通

銀行として 5月15日開業した。総株数の約8割は日銀

が所有し，残額はすべての主要金融機関に割り当てら

れた。地方銀行は直接出資者とならず，共同融資銀行

が代わって出資したが，同行が解散した後は，地方銀

行の直接出資となった。資金統合銀行の会長は日銀副

総裁とし，日銀を中心として特銀・市銀および有力地

方銀行を一体化した資金プーノレ機関で、あり，地方銀行

はただ資金を供給するだけの地位におかれた。そのお

もな業務は.(1)軍需金融機関その他の金融機関に対す
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る資金の融通.(2)担当軍需金融機関として指定を受け

た事業者に対する資金の融通および預金の受入れ， (3) 

株主の金融機関その他の金融機関からの預金の受入れ

および資金の借入れ， (4)社債その他有価証券の応募，

引受けまたは売買，であった。同行はその運用資金を

出資金融機関から預金および借入金の形で受け入れて，

この資金を軍需融資指定金融機関に対する資金援助

〈統合融資)，みずから軍需融資指定機関として行なう

軍需会社への直接融資金，社慣の引受け・買入れの 3

つのルートに運用した。そのうち指定金融機関に対す

る資金援助が全体の67%を占めて資金運用の中心をな

し;ていたが，その40%以上が興銀に対する融資であっ

た。資金統合銀行の活動期間は，終戦までわずかに3

カ月余であったが，同行の統合融資額は57億円に上り，

20年12月末現在の軍需融資総額の21%に及んで、、た。

第 6節空襲対策措置

太平洋戦争が開始きれた当日，敵機の来襲などによ

る混乱時に備える緊急対策として，大蔵省は大蔵大臣

談の形式をもって「非常時金融対策要綱」を発表した。

このことは第1節で述べたが，これは開戦により富ち

に混乱が発生すると考えて発表したものというよりは，

むしろ，緊急事態に備えた措置を発表することにより，

開戦のショ y クを和らげようとした一種の人心安定策

であった。しかし， 19年にはいって，戦局がきわめて

不利となり，米軍がひしひしと本土目ざして追ってく

ると，いよいよ本格的な空襲を受けることを覚悟しな

ければならなくなったo ことに19=年7月サザパシ島が

陥落するに及んで， B29による本土の大規模な爆撃に

対しで真剣な用意が必要になってきたeそろなると，

開戦当初に用意した緊急対策では不十分となり，空襲

被害を直接の対象とする対策が立てられることになっ

たのである。
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1 r戦時非常金融対策盤備要綱」

昭和19年6月20日，政府は空襲などの戦時災害に対

処するため「戦時非常金融対策整備要綱」を閣議決定

した。この時すでに米軍はマりアナ方面を手中に収め，

本土をねらう根拠地サイパシ島に上陸を開始していた。

この整備要綱は開戦当初発表された対策の方法，範聞

をさらに広げたもので，擢災者，疎開者等，個人を対

象としていたが，その後，箪帯会社などに対する応急

当座資金の供給を中心とする諾対策が付け加えられたo

f戦時非常金融対策整備要綱Jの内容は次のとおりで

あるo

(1) 預金等の支払

〈政府は空襲等戦時災害に際し，預金，貯金，保険金

ともに絶対に支払いの猶予，制限または停止を行なう

ことはない。これまで戦災に際し必要の場合，日本銀

行の支払保証は預貯金に隈られていたが，このたびの
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措置ではこれを保険金にも適用することにした。〉

(2) 預金等の期限前支払

(定期預金，金銭信託その他期限ある預金や貯金も，

戦時災害に際しては各金融機関で便宜，期限前払戻し

に応ずることになった。〉

(3) 国債貯金の現金払(略〉

(4) 国民貯蓄組合貯金などの簡易払

(5) 預金等の便宜代払

(戦時災害に際しては戦災地区の金融機関に預けてあ

る預金などについて，預け先以外の銀行庖舗において

も一定の金額までは便宜支払いに応ずるこ ととなって

いるのであるが，今回，定期預金，据置定期預金，定

期積金および国債貯金についてもこれを認める。〉

(6) 預金の預け先の簡易移換

(戦災避難者，疎開者に対しその移転先の銀行，信用

組合，段業会の庖舗に預貯金の移管を認める。)

(竹 国債および債券の買上限度引上げ

(擢災者に対しては平常200円の限度額を1，000円に引

き上げる。〉

切) 生計応急資金の供給

(庶民金庫，無尽会社，信用組合は躍災者に対し 1世

帯500円までの簡易融資に応ずる。)

(9) 生命保険金の簡易払

(1o 保険料払込期限の延長

~1) 産業に対する金融対策

(i) 緊急産業が被害を受け一時債務弁済が困難になった

場合，金融機関は一時債務の回収を緩和し，日銀は金

融機関に対して，躍災産業の振り出した手形等の再割

引に応ずる。

(ii) 緊急産業が戦災により信用力が低下した場合，金融

機関のこれら産業への貸出金に対する肩代りまたは保

証は，従来引受機関であった興銀・勧銀のほか，戦時

金融金庫も これを引き受ける。

(凶)擢災した緊急産業が設備の復旧や労賃支払いのため

資金を必要とするときは，取引銀行等は資金を迅速適

正に供給できる取扱いをする。この資金供給について

は上記3機関が保証する。

(iv) 軍需会社の地方工場等で戦災のため指定金融機関か

ら資金の供給を受けえない場合は，指定以外の銀行等

から一時所要資金を受けても よいことにした。

ω 証券対策

(i) 株価の急激な変動に備え，必要に応じ日本証券取引

所に随時証拠金操作および現品提供等の措置をとらせ

るとともに，事態に応じ戦時金融金庫または日本証券

取引所に随時強力にその機能を発揮させ，株価安定に
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努める。必要があれば有価証券市場の取引価格，数量

を指示し，株式の最低価格を設定することにした。

(ii) 会社，こ とに有価証券市場に上場している会社に対

しては一般的に戦争保険に加入させる措置を講じ，空

襲等災害による損害をうめさせる。

(出)擢災緊急産業に対しては会社経理に関する制限を緩

和すると ともに，会社所有株式評価臨時措置令の適用

を延長する ことを考慮した。

2 r会社経理特別措置令」以後の金融対策

「会社経理特別措置令」は，国家総動員法に基づく

勅令(第621号〉として19年11月1日に施行されたもの

で， 軍需会社が商法，r会社経理統制令」等によって受

けている経理上の制限を緩和することを目的としてい

た。この措置の適用を受ける会社は，第一に，戦時災

害により 損失を生じた会社，第二に，政府の戦時経済

諸政策のため，会社当事者の責任に帰する ことのでき

ない事由によって損失の生じた会社で主務大臣の指定

する会社，第三には，法令または行政官庁の行政指導に

より以上の会社を譲 り受けまたは合併 した会社で‘ある。

これらの会社は，第一に，営業用固定資産の時価評価と

その評価益の計上を認められる。第二に，準備金の積

立，積立率およびその使用について商法その他法令の

定める制限を緩和される。第三に，戦災等による損金

を一定期間内に漸次償却することを許される。以上が

この措置令のおもな内容であるが，これは単に空襲の

ために損害を受けた会社に対する対策のみならず，政

府の経済諸施策の強力な推進に伴い，会社自身の意思

によらない原因から損失を生じた会社を も対象とした

ものであった。

ところで， B29の本土空襲は20年 3月10日の東京大

空襲以来，都市を中心にようやく激しくなった。 20年

春からの大空襲の連続によって， 全国で 119の都市が

焦土と化し，主要都市人口の 4分の l以上が，多少に

かかわらず，空襲によって直接の被害をこうむった。

その うえ沿岸地域には艦砲射撃も加え られ， 8月には

いると，ついに広島と長崎に原子爆弾が投下されて，

そのため両市は一瞬の うちに壊滅してしま った。

第50代大蔵大臣津島寿一

津島蔵相は，東京大空襲の後，通貨金融に対する措置

が緊要事であることを強調し， その対策を検討 したが，

このよ うな事態のもとでは，空襲による恐慌状態をい

かにして防ぐかということが当面の唯一の関心事とな

るに至った。ともかく ，大蔵省の庁舎自体が 1トン爆

弾の投下を警戒して分散することになったので、ある。

本部は日本銀行の建物内に移り， 各局はそれぞれ都内

の数カ所に分散したので，本省内部の連絡をとること

からして難事であった。ま して，本省と地方部局との

連絡をとることは全く困難な状態に陥った。

当面の混乱を防止するための空襲対策は，それ自体，

金融統制の効果を根本からくずすもので，金融機関の
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企業に対する貸出しは， もはや生産設ulliのi広充資金で

まなく，疎開資金や間資材の品騰，過剰人IIによ って膨

脹した運転資金，戦災見舞金等を手当てするものであ

った。一般国民も空襲に伴う出百しゃ移動で貯蓄どころ

ではなくな り， J庁警奨励政策も全く nUJ起にならな くな

った。財政lliiにおいても，空襲被告による租税徴収の困

難や減免税のため租税収入が減少するーブ'j， 戦災関係

の経費を中心に支出は増加したので，nオ政資金の散布

超過額も増加 Lt..::..oそれらのためにインフレは急激に

進行し，20年 2月から 7月末までの空襲干の半年間に，

日銀券は一挙に 100億円 も膨脹した。 こう して，戦時

金融政策はど うにも動きがとれなくなり，これまでな

んとか抑制されていたインフレーションは猛然と販を

もたげーだした。

もはや日本の敗戦は決定的と なり， 20年 7月26日に

は米英中三国によってポツダム宣言が発せられた。こ

の宣言を受諾するか否かについて，その後，閣議，御

前会議がく り返されたが，広瀬:u作蔵相は大政部内で

検討された資料に基づ、き，これ以上，戦争の継続がで

きない旨を主張した。結局， 8凡14日正午，E2断で・ポ

ツダム宣言受諾が決定されたが，終戦の3RZ?と向H寺に

モラトリアムを布くかどうかが大蔵省T11 ~内で、 も日銀部

内でも問題となった。しかし，敗戦で民心が動揺して

いる時に，さらにモ ラ トリアムを布くこ とは，かえっ

て混乱を拡大するとし、う広瀬蔵相の意見によ り， 終戦

時にはそラト リアムは布かれなかった。

第 7節 円系通貨閣の形成

為替相場の英米貨基準の撤廃と

換算率の公定

英米両国との開戦によ って，従来国際通貨と して為

替相場の基準となっていた英米貨と円貨との関係は完

全に断絶することになった。 そこで政府は為替政策を
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根本的に変更する方針をとり，大蔵省為替局は12月27

日，次のように発表 したO

「本邦対外為替相場は従来多年に亘り英貨又は米

貨を基準とし， 其の決定は横浜正金銀行の建値文は

為替銀行間の協定に委ねられて来たが，大東亜戦争

の勃発により 米英貨は敵国通貨となり ，又さきに実
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施した為替資金の集中制によって為替相場の変動か

ら生ずる損益は挙げて政府に帰属することになって

いるので，此際本邦の対外為替相場に付ては米英貨

を基準とする方式を一郎し，日本門を中心として政

府自ら之を定むることに した。」

そして，この実施要綱として 「為替相場公定措置要

綱」を発表した。その要点は，

(1) 為替相場は従来の英米貨基準で裁定する方式を

廃止し，政府が各国通貨の本邦通貨に対する換算

率を直接に決定する。

(2) 相場の表示はすべて円貨による。

(3) 相場は売 ・買相場の区別をせずに一本建とし為

替銀行等に対しては一定手数料の徴集を認める O

(4) 相場は大蔵大臣が決定し一切の取引はこれによ

らせる。

(5) 大蔵大臣の定める相場は告示で発表し，緊急や

むをえない場合に 日銀 ・正金各本庖庖頭の掲示で

これに代えうる。

(6) 政府は敵性通貨の公定相場は建てない。

この措置の実施に伴い， 為替許可事務のう ち，比較的

重要でないものを主要為替銀行11行に取り扱わせるこ

ととし，また大蔵 ・商工両省の事務調整で，外国為替

に伴う為替管理事務は昭和17年度から商工省に移管さ

れ，大蔵省為替局は，日本と円系通貨闘の間，または

円系通貨圏諸地域間および圏外地域と圏内地域聞の資

金の交換を総合的に統制するこ とに，業務の主眼をお

くことになった。開戦後，日本の貿易もほとんど円ブ

ロック 内貿易に限られるにいた り，対外金融取引も円

ブロ ック諾地j或との円貨経済取引が中心となったので・

ある。

2 圏内中央銀行としての日銀機能の拡充

為替相場公定措置を発表したと き，賀屋蔵相は談話

の中でこの措置が「大東亜における国際金融新秩序」

の確立を期し， r本邦を中心とし日本円を根幹とする

大東亜金融闘Jを設定するための第一着手である と述

べた。戦争によって従来の国際通貨との関連を断ち切
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ったのち，日本の対外金融政策は日本の支配下にある

「東亜全域」に円系通貨闘を広げ，円貨決済制を確立

することに主力が注がれた。

「東亜全域」に円貨決済制を実施するには，幽内総

合決済機構を確立せねばならず，その前提として 「東

亜金融圏」の中央決済銀行と しての機能を日本銀行に

持たせる必要があった。 17年2月に実施された日本銀

行の改組についてはすでに述べたが，ここでは上述の

ような観点から行なわれた対外金敵的機能の拡充整備

にふれておこう。

新日本銀行法は「日本銀行ハ国際金融取引上必要ア

リト認ムノレトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ外国金融機関

ニ対シ出資ヲ為シ若ハ資金ヲ融通シ又ハ外国金融機関

ト為替決済ニ関スル取ヲ|ヲ 為スコト ヲ得J(第24条〉と

規定したが，この立法の趣旨について，当時の政府委

員は，第79議会の日銀法委員会において，政府の方針

を次のように説明している。

「……将来は東京において円をもって東亜共栄圏

内各地域聞の決済をおこないうる ように したいと考

える。この場合日銀に各地域の中央銀行あるいは為

替銀行の清算勘定を設け，共栄圏内各地域間および

共栄圏と他のプロ ックとの為替尻を決済するように

して行きたいと思っている。その場合特別な清算機

関を設ける までもなく，日本銀行をして当らしめれ

ばし、し、と思う。」

そして政府は，問委員会で日本銀行の改組と関連し

て次のよ うな「大東亜地域」における通貨政策の構恕

を明示した。

(1) r大東亜共栄圏」においては，東京をその圏内

の国際決済の市場とし，その決済通貨としては将

来円でするようにもってゆきたい。

(2) 日銀はこの目的のため「東亜共栄圏」内の各地

中央銀行または為替銀行と為替清算協定を結び，

日銀内に清算勘定を設置する方針であるO また同

時に日銀は将来「共栄圏」 内だけでなく他の諸~，

たとえばドイツの中央銀行と国際為替決済の機能

を営むことも想定できる。

(3) r共栄圏」内のたとえば満銀 ・北支聯銀 ・恥

銀 ・中支の儲備銀行はもちろん，南方諸地域にお

いても ，中央銀行制度が確立準備された暁には，

日銀はこれら諸中央銀行と密接な連繋を保ち，r大

東:!IEJにおける諸中央銀行の中枢的地位にたつこ

ととする。

以上のような構想が， r大東亜金融圏」を目ざす対

外金融政策の基本となり，中国 ・満州、卜 南方占領地に

おいて通貨工作が進められていったのである。

3 南方開発金庫の設立とその活動

緒戦の戦果によって日本軍が占領した南方諸地域は，

軍需資源の供給地であり， 経済的にも日本の支配圏に

包含することが戦争遂行上重要な謀題となったD その

ためには，これらの地域における通貨金融方式を確立

するこ とが絶対に必要であった。南方諸地域において

は，植民地として宗主国への依存関係を地盤とする固

有の通貨がそれぞれ確固たる基盤のうえに流通してい

たが，これらの通貨に代わって日本円に基礎をおいた

通貨を流通させる政策がとられたのであるo

日本軍が南方諸地域への進攻にあたって携行したも

のは現地通貨表示の軍票であり ，これを現地既存通貨

と等価に流通させた。したがって，占領後，この地域に
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主現地既存通貨と$~とが並んで流通することになっ

た。しかし，大蔵省は南方耕地j或に対しては，作戦が来

り経済開発の段附にはいっても， ~~分はJ:1I~~を使用す

る方針をとり ， この地域の経済に莫大なJ1I~が次々と

投入された。そして，このような郡泉経済下における

通貨金融の中心的段閃と して ， 南点 IJ;~発金時を設立 し

たのである。

南方開発金庫は17年 2月法作第33号により設立され

た (4月1日から業務開始〉。 設立の目的は「南方地域

ニ於ケル資源ノ開発及利用ニ必要ナノレ資金ヲ供給シ併

セテ通貨金融ノ調整ヲ図ノレ」ことであり ，資本金は l

億円，全額政府出資であるが，実際には 5，800余万円

が国債で払い込まれただけで‘あった。

同金庫に与えられた第一の任務は南方開発資金の供

給であるが，これは日本政府が開戦後内地と南方占領

地問の資金移動を当分の間認めない方針をとったため，

開発資金を内地で調達 して送金することが不可能とな

り， 現地において資源開発資金を供給する政府金融機

関を作る必要が生じたことによるものである。 同金庫

は営業資金を臨時軍事費特別会計からilI京で借り入れ，

これを資源開発事業に刻・し直接にあるいは現地日本側

銀行を通じて貸し付けるという j呆作を行なったo企業

は産出物資の対価と して寧から軍契を受け取り，これ

をもって金庫からの負債を返済し，金庫はまたそれを

もって臨軍会計からの借入れを決済する仕組みであっ

マ p

μ'-0 

第二の任務は，通貨，金融の調整，つまり現地通貨

工作であって，金庫は預金の受入れ，軍票と現地通貨

との交換，地金銀の売買，現地における債券発行等の

業務によって，現地通貨の吸収と寧菓のインフレ化の

防止にあたった。さらに現地日本側銀行の親銀行とし

て，その資金の過不足を調節する機能を果たし，また

南方諸地域聞の資金移動，日本との為替取引，為替集

中，現地中央銀行設立までの国庫取扱等を担当した。

その後， 18年 l月には政府は同金庫に対して銀行券

発行権を認め，これによって同金庫は 4月1日から ピ

/レマ ・フィリピン ・マラヤ ・インドネシア各地におい
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て発券業務を開始した。新通貨は「南方開発金庫券」

と呼ばれたが，実質は，軍の要求があれば自動的に発行

される軍票となんら変りはなかったo 大蔵省は設立当

初から同金庫をして軍票を離れた，日本円を基礎とす

る新現地通貨を発行させ，各地域の中央銀行設立への

真の過渡的存在にしようと考えていた。しかし，この

措置ではなんら合理的な発行準備をもたせなかったか

ら，軍票を南方開発金庫券と呼び替えたにすぎない結

果となった。その後ピルマ・フィリピンには中央銀行

が設立され，新通貨を発行することになったが，前者の

場合には国家予算の赤字はすべて南発金庫からの借入

れでまかない，後者の場合は発行直後に米軍が進攻し

たため，発行は計画だけに終わった。こうして南方各

地ではいずれも戦費として巨額の南発券が使用された

ほか，資金供給は南発券による日本側銀行の貸出しが

中心となった。南発券の増発はおそるべき速さで行な

われ，終戦時におけるその発行高は195億円に上った。

南方諸地域におけるこのような南発券の莫大な投入散

布は，未曽有のインフレーションを引き起こして現地

経済を混乱させ，また戦争経済を破局に陥れる要因と

なったのである。

4 特別円制度と掴内交易決済方式

日華事変以来，日本の勢力下にはいった各地域に円

系通貨圏を拡大する通貨工作が行なわれてきたが，太

平洋戦争開始後は，r本邦を中心とし日本円を根幹とす

る大東亜金融閤」を樹立することが対外金融政策の基

本方針となったo そのためにとられた施策の一つは，

圏内各地域ごとに中央発券銀行を設立して，日本円を

基礎とする新通貨を発行きせ，敵性通貨の流通を禁止

して，新通貨を唯一の法定通貨とする体制を固めたこ

とであった。これと並んで必要とされるもう一つの施

策は，日本と圏内各地域との間，圏内各地域相互の間

および圏内と圏外友好閣との間における取引決済の方

式を確立することである。すなわち，従来の国際決済

通貨であった英米貨を「東亜金融圏」から駆逐し，日

本円をこれに代わって決済通貨とする構想が進められ

たので・ある。すでに日華事変の末期には，仏印・蘭印

との聞に円貨決済制による金融協定が結ばれ，円貨決

済取引が拡大されたことは前に述べたが，太平洋戦争

期にはいってからは，国際金融取引に犬きな役割を演

じたものは特別円制度であった。

特別円というのは. r外国為替管理法j のもとにあ

る円とは区別され，管理法の制限のほかにある特別に

自由な円として，外貨との交換性を保証している日本

円を意味するが，特別門による決済方法は地域によっ

てかなり異なったものであった。そして実際には，特

別円が外貨との交換性をもったのは，ごく一時期，特

定地域に限られ，ほとんどの場合，そのような性格は

もたなかったO

特別円預金勘定に関する契約が，最初に横浜正金銀

行と円ブロック地域の中央銀行との間に結ぼれたのは，

太平洋戦争が始まる少し前，英米が日本および日系資

金を凍結する気配がみえはじめた時であった。円ブロ

ック内の各中央銀行は，その保有する外貨の凍結の被

害をまぬがれるために，保有外貨の全部または一部を

日本の正金銀行に売却し，その対価たる円貨を特別円

預金等の名称をもって正金銀行東京支庖に保有するこ

とにした。この時すでに日本円は「為替管理法Jによ

って金あるいは外貨への自由交換は禁止されていたが，

この預け金は特別に外貨への自由交換を保証されたの

である。その後「東亜金融圏」を確立する施策が進むに

つれて，圏内地域閣の決済手段として特別円制度が活

用されるに至り，南方諸地域の中央銀行との関にも特

別円勘定の設定に関する契約が結ばれることになった。

特別円預金は16年3月に華北の聯合準備銀行が正金銀

行に創設したものが最初であったが，その後しだい

に増加し，日本側銀行との間に特別円預金勘定契約あ

るいは特別円協定を結んだものは，正金銀行が相手方

となったものが8行〈聯合準備銀行・蒙彊銀行・華興商業

銀行・儲備銀行・満州中央銀行・インドシナ銀行・ドイツ東

亜銀行・イタリー為替局)，朝鮮銀行が相手方となった

ものが1行(聯合準備銀行)， 日本銀行がタイ留の大蔵

省との間に結んだものを加えると，計10行となってい

るo このうち特別円が決済の手段として積極的に利用

されたのは，主として中国の場合とタイ・仏印の場合

であった。

特別円制度は，このように圏内地域聞の取引決済の

手段として設けられ，地域聞の取引決済はすべて円為

替を通じて特別円勘定の相互振替によって行ない，そ

の勘定の残高に対しては，窮極的には金ないし国際通

貨への自由交換性を保証するとし、う構想、のもとに実施

されたものであったO しかし，戦局の悪化とともに，

特別円制度は当初の構想を実現できず，それは日本が

必要な輸入物資代金等を支払い，さらに占領地域にお

ける物資やサービスの調達をまかなうための手段にす

ぎなくなったO それゆえ，特別円勘定の相互振替によ

る地域間の多角的決済も実際にはあまり行なわれず，

特別円勘定は，同勘定保有国と日本との聞の支払勘定

として機能したにとどまった。

圏内各地域聞の交易決済には，特別円制度以外にも

各種の方式が用いられた。たとえば，満州と華北との

間の交易は特別円勘定を経由せず，満銀券為替をもっ

て，満銀と聯銀とが満銀券あるいは聯銀券の受払いに

よって直接に決済するこ園間支払協定方式がとられ，

また華北と華中・華南との聞でも濯中為替による直接

決済方式が用いられた。華中・華南では，軍票が流通

していた時期には，対日本，対華北，対満州の取引決済

には軍票為替が用いられ，また日本と満州・華北との

聞の決済には一貫して普通円為替が使われた。さらに

日本と南方占領地域〈タイ・仏印を除く)との聞ではい

わゆる為替をおこきず，日本の臨軍会計と現地の軍政

会計との間で，普通円あるいは現地南発券の受払いに

よって決済が行なわれた。これらの諸方式はそれぞれ

現地の特殊事情からとられた便法であった。圏内各地

域聞の取引に用いられた決済方式を一覧すれば，第6-

4表のとおりである。

5 為替交易調整特別会計による為替調整

日本円と円系通貨圏内各地域の現地通貨との間の公

定換算率が，現地通貨の著しい価値下落により，実勢
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にあわな〈なったため，現地通貨による戦費支払いに

ついては外資金庫による「紬.格調整」操作が行なわれ

たことはすで、に述べた。しかし，公定換算率が実勢と

あわなくなって重大な支障をきたしたのは戦費支払い

ばかりではなし、。圏内における交易全体もその影響を

受けざるをえなし、。圏内の物資の交流が通貨面から円

滑に進まなければ，ひいては日本の生産力を問害する

ことにもなるO それゆえ，公定換算率と現地通貨の実

質価値を調整するなんらかの措置は圏内各地聞の交易

のうえからも必要とされ，すでにいろいろな調整策が

貿易面でとられていたD

現地通貨の価値下落に応じて公定換算率を改訂する

こと，特に日本円と中国の聯銀券との聞の円元バ一方

式を改めて聯銀券の対円レートを引き下げる問題につ

いては，賀屋蔵相は積極的意見をもち，東条内閣時代

に閣僚の聞で、論議されたこともあったが，公定レート

を改訂することは政治的に問題があるとして，結局実

現されなかった。公定換算率を変えないで調整する方

法としては，第一に，重点を物価面において，留保金

や調整料によって個々の商品について直接調整を行な

う。第二に，特別円制度により通貨面から間接的調整

を行なう。第三に，財政的措置による価格差補償の三

つの方式がとられてきた。

しかし，このような多元的な調整策は個々の業者の

各個の取引について行なわれるため，全体として輸出

と輸入の聞に相関的かつ有機的な連携がとれなくなる

という欠陥があったoそこで圏内各地との貿易を単一

の企業体が行なえば，総合的調整ができ，かっ，資金

も一元化され，効率的になるとの意見が有力となり，

17年11月，従来の貿易統制会を解散して，交易営団が資

本金3億円をもって設立された。この営団が全貿易活

動を一手に引き受けて営むことになり，ここで価格お

よび為替の差益，差損が総合的に調整されるが，この営

団による交易によって差損金が生じた場合には，さら

に政府がこれを補填するために特別会計を設けるとい

う仕組みがとられたのであるo この目的で18年3月，

「為替突易調整法J(昭和18年法律第84号〉により為替交
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日華事変開始以降，財政活動の増大と経済統制の強

化により，大蔵大臣の管掌事項と行政上の権限の拡大

は著Lいものがあった。これに伴って，大蔵省の機構

も戦時期にはいってから飛躍的に拡張された。機構の

拡張は本省のみならず，外局各機関に及んだ。特に徴

税関係，金融行政関係の部局の拡張が目だっている。
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易調整特別会計が設けられた。この特別会計は交易営 扱われる物資(米など)，さらに肥料，飼料の交易の調

団に対して差益，差損の調整を行なうばかりでなく， 整をも行なった。

同営団の取り扱わない専売物資および特別会計で取り

第5章戦時下の大蔵省機構の諸問題

いま，この状況を官制定員数の推移でみると，本省定

員は昭和11年には 327人であったものが，最もふえた

18年には.1，287人と約4倍になり，内国税関係の税

務定員は， 11年の 6，369人から20年の12，465人へと約

2倍にふえている。大蔵省は，戦時期を通じて非常に

大きな組織にふくれ上がったということができる。

第 1節予算税務部局の変遷

主計局の機構改正

予算の編成方式が，重要因策や資金・物資・労務等の

動員計画をもとにしてこれを予算化する方向に変わっ

ていったことはすで、に述べたが，こうした変化に伴い，

12年以降主計局を内閣に移管して予算編成機関と国策

統合機関とを併合すべきだという意見が，軍部や企画

院方面からしばしば提案された。これに対して，大蔵

省は税務行政と予算編成とは切り離せないとし、う見地

から強硬に反対し，この提案は実現されなかった。

主計局では予算編成の方式はかなり変わってきたが，

戦時期にはいっても，しばらくは従来の機構でこれに

対処していた。しかし，太平洋戦争にはいって内らは，

予算編成の商議中心主義が一段と進行し，また予算措

置が戦局に即応して臨機応変に敏速に行なわれなけれ

ばならぬため，大蔵省部内でも大臣・局長の直接的裁

量によるところが多くなった。

こうした事態に対処するため，昭和17年6月，主計
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局の機構の根本的改革が行なわれた。予算課，決算際，

調査課および15年9月新設の法規課の 4課から成る主

計局の構成は改められ，第一部，第二課，第三課，第四

課が置かれた。この改正によって，これまで予算編成

事務を統一的に担尚してきた予算課がなくなり，予算

調整の統轄は主計局長のもとで行なわれ，各省所管の

一般会計および特別会計の予算および決算に関する事

務は，第一課から第四課までの各課で，各省別に分割

して取り扱われるという機構になったのである。また

従来の予算課が所管した事務の一部は主として第一課

へ，決算課の事務は第四課へ，調査課の事務は第二課

へ，法規諜の事務は第三課へ引き継がれることとなっ

。
た

各課が分割して担当した省は次のとおりであるo

第一課大蔵省・陸軍省・海軍省

(17年11月の改正で大東亜省、 18年11月の改正で外務省

が加えられた。〉

第二課 内務省・司法省・文部省・厚生省

(18年8月の改正で外務省・商工省・逓信省を担当する
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